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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　提供元から提供された電子ファイルを、前記提供元を表す提供元情報と関連付けて記憶
部に記憶させ、前記電子ファイルの供給先を表す供給先情報と、前記電子ファイルと関連
付けて記憶されている前記提供元情報との一致を確認するファイル管理部と、
　前記供給先情報と前記提供元情報とが一致する場合、情報の一致を告知する告知部と、
　前記供給先情報と前記提供元情報とが一致する場合、前記電子ファイルと特徴が共通す
る他の電子ファイルを検索する類似検索部と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　提供元から提供された電子ファイルを、前記提供元を表す提供元情報と関連付けて記憶
部に記憶させ、
　前記電子ファイルの供給先を表す供給先情報と、前記電子ファイルと関連付けて記憶さ
れている前記提供元情報の一致を確認し、
　前記供給先情報と前記提供元情報とが一致する場合、情報の一致を告知し、前記電子フ
ァイルと特徴が共通する他の電子ファイルを検索する処理をコンピュータに実行させるこ
とを特徴とするファイル管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は例えば、電子メールの装飾情報、添付ファイルなど、提供される情報の管理技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像、音声、文字及び制御情報等の各種情報が通信ネットワーク等の通信回線を介して
伝達されている。この情報の伝達には、例えば携帯電話機やパーソナルコンピュータ（Ｐ
Ｃ）等の通信機能を有する情報処理装置を用いた電子メール通信が知られている。
【０００３】
　この電子メールの通信では、メール文に、文字情報に加えて絵文字も用いられることが
知られている（例えば、特許文献１及び特許文献２）。
【０００４】
　顔文字などの情報について、表示形式の異なる通信機器間で電子メール等の送受信が行
われ、相手機器に適応する表示形式の顔文字を送信することが知られている（特許文献３
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１８２５８３号公報
【特許文献２】特開２００５－１９１７７４号公報
【特許文献３】特開２００１－５６７９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、絵文字等の情報を受信した場合、その情報は記憶装置に保存され、利用する
ことができる。絵文字等の情報には、送信者が独自に創作した情報も含まれ、このような
情報は情報提供者の創作を尊重すべきであり、そのような情報を勝手に利用すれば、提供
者の信頼を損なうことになる。
【０００７】
　斯かる要求や課題について、特許文献１ないし特許文献３にはその開示や示唆はなく、
それを解決する構成等についての開示や示唆もない。
【０００８】
　そこで、本開示の情報処理装置又はファイル管理プログラムの目的は、提供された情報
と情報提供者とを関連付けて情報を管理し、情報利用の利便性を高めることにある。
【０００９】
　また、本開示の情報処理装置又はファイル管理プログラムの他の目的は、提供された情
報の再利用の利便性を高めることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本開示の一側面では、ファイル管理部と告知部と類似検索部
とが備えられる。ファイル管理部では、提供元から提供された電子ファイルを、提供元を
表す提供元情報と関連付けて記憶部に記憶させ、電子ファイルの供給先を表す供給先情報
と、電子ファイルと関連付けて記憶されている提供元情報との一致を確認する。告知部で
は、供給先情報と提供元情報とが一致する場合、情報の一致を告知する。類似検索部では
、供給先情報と提供元情報とが一致する場合、電子ファイルと特徴が共通する他の電子フ
ァイルを検索する。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の情報処理装置又はファイル管理プログラムによれば、次のいずれかの効果が得
られる。
【００１２】
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　(1) 提供された電子ファイルとその提供者とを管理し、情報の再利用などの利便性が高
められる。
【００１３】
　(2) 電子ファイルとその提供者を関連付けて管理するので、電子ファイルからその提供
者を確認できる。
【００１４】
　(3) 電子ファイルを供給する際に、供給先と電子ファイルの提供者とが同一であるか否
かを確認でき、電子ファイルを誤って提供するなどの不都合を回避できる。
【００１５】
　(4) 電子ファイル及び情報通信の利便性を高めることができる。
【００１６】
　そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照するこ
とにより、一層明確になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施の形態に係る情報処理装置の一例を示す図である。
【図２】電子データの一例を示す図である。
【図３】ファイル管理処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４】第２の実施の形態に係る携帯電話機の機能部の一例を示す図である。
【図５】携帯電話機のハードウェアの一例を示す図である。
【図６】管理テーブルの一例を示す図である。
【図７】添付ファイル利用ＩＤテーブルの一例を示す図である。
【図８】前面側から見た携帯電話機の一例を示す図である。
【図９】メールフォーマットの一例を示す図である。
【図１０】添付ファイルのデータ変換の一例を示す図である。
【図１１】メール表示画面の一例を示す図である。
【図１２】メール受信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】添付ファイル保存処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】添付ファイルＩＤ生成処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１５】表示画面の一例を示す図である。
【図１６】告知表示画面の一例を示す図である。
【図１７】メール送信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１８】添付ファイルの履歴管理処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１９】添付ファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２０】第３の実施の形態に係る携帯電話機の機能部の一例を示す図である。
【図２１】告知表示画面の一例を示す図である。
【図２２】置換え候補表示画面の一例を示す図である。
【図２３】メール表示画面の置き換えの一例を示す図である。
【図２４】メールフォーマットの一例を示す図である。
【図２５】添付ファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２６】添付ファイルの置換え処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２７】メール送信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２８】添付ファイルの履歴管理処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２９】電話帳データテーブルの一例を示す図である。
【図３０】添付ファイル履歴テーブルの一例を示す図である。
【図３１】電話帳データテーブルの一例を示す図である。
【図３２】添付ファイルの保存処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３３】添付ファイルの履歴記録処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３４】管理テーブルの一例を示す図である。
【図３５】装飾メールファイル利用ＩＤテーブルの一例を示す図である。
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【図３６】メール受信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３７】装飾メール保存処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３８】装飾メールファイルＩＤ生成処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３９】表示画面の一例を示す図である。
【図４０】メール送信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４１】装飾メールファイルの履歴管理処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４２】装飾メールファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４３】装飾メールファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４４】装飾メールファイルの置換え処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４５】メール送信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４６】装飾メールファイルの履歴管理処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４７】装飾メールファイル履歴テーブルの一例を示す図である。
【図４８】装飾メール保存処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４９】装飾メールファイルの履歴記録処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５０】メール送信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５１】メール送信処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５２】添付ファイルの保存処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５３】装飾メール保存処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５４】添付ファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５５】置換え画像選択の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５６】置換え候補表示画面の一例を示す図である。
【図５７】装飾メールファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５８】添付ファイルの履歴記録処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図５９】装飾メールファイルの履歴記録処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図６０】添付ファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図６１】装飾メールファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図６２】添付ファイルの置換え処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図６３】装飾メールファイルの置換え処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図６４】装飾メールファイル編集画面の一例を示す図である。
【図６５】メールアドレスと電子ファイルの記憶の一例を示す図である。
【図６６】送信先よりダウンロードした電子ファイルか否かの調査の一例を示す図である
。
【図６７】送信先よりダウンロードした電子ファイルを使用した場合の通知の一例を示す
図である。
【図６８】携帯情報端末機を用いる一例を示す図である。
【図６９】パーソナルコンピュータを用いる一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
〔第１の実施の形態〕
【００１９】
　第１の実施の形態について、図１及び図２を参照する。図１は第１の実施の形態に係る
情報処理装置の一例を示す図、図２は電子データの一例を示す図である。尚、図１に示す
構成及び図２に示すデータは一例であって、斯かる構成及びデータに本発明が限定される
ものではない。
【００２０】
　図１に示す情報処理装置２は、本開示の情報処理装置の一例であって、例えば通信機能
を有する通信装置を含む。情報処理装置２は、通信機能により電子データ６を受信し、電
子データ６に添付されている添付ファイルを記憶してファイルの利用を可能にする。
【００２１】
　図２に示す電子データ６は、情報処理装置２等の電子機器により生成又は処理される情
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報の一例であり、例えば、電子メール、放送データ及びネットワーク上の公開データ等の
情報である。電子データ６は、例えば、セルラーネットワーク等の無線通信ネットワーク
又はインターネット等の通信ネットワークを介して通信装置の間を伝送される。電子デー
タ６は、電子ファイル８を含む。電子ファイル８は電気的に生成されたデータであって、
例えば絵画、写真、アニメーション画、その他の画像データや、音声データ、絵文字デー
タ、アプリケーションを用いて作成したアプリケーションの保存データ又はコンテンツで
ある。電子ファイル８を含むことで電子データ６により伝達される情報が画像や音声にま
で拡張され、電子データ６が装飾される。
【００２２】
　電子データ６には、提供元情報１０が関係付けられ又は付加される。提供元情報１０は
電子データ６及び電子ファイル８の提供元、例えば、電子ファイル８の情報源、を表す情
報の一例であり、例えば、電子データ６の送信者、放送者又は公開者を示す情報である。
提供元情報１０が電子データ６に関係付けられることにより、電子データ６の受け取り側
で電子データ６及び電子ファイル８の提供元の特定が可能になる。
【００２３】
　図１に示す情報処理装置２は電子データを通信する手段の一例であり、受信部１６を含
み、電子データ６を受信部１６により受信する。受信部１６は電子データ６を受信する手
段の一例である。
【００２４】
　ファイル管理部１８は、ファイルに関するファイル情報を管理する手段の一例であり、
電子ファイル８を提供元情報１０に関連付けて保存する。この電子ファイル８の保存は、
例えば電子ファイル８を情報処理装置２の記憶部７４（図５）に記憶することで行われる
。そこで、電子ファイル８を特定すると電子ファイル８の提供元を特定することが可能に
なる。電子ファイル８を供給先へ供給する際、ファイル管理部１８は電子ファイル８の供
給先を表す供給先情報と提供元情報１０が一致するか否かを確認（整合確認）して、供給
先と提供元が一致するか否かを確認する。尚、一致するか否かの判断は、ファイル管理部
１８が概念として一致している又は一致していないと判断すれば足り、物理的な一致まで
要求するものではない。
【００２５】
　告知部２０は、情報を告知する手段の一例であり、音声又は表示等、五感の少なくとも
１つに刺激を与える合図を生成してファイル管理部１８による確認の結果を告知する。
【００２６】
　次にファイル管理について図３を参照する。図３は、ファイル管理処理手順の一例を示
すフローチャートである。尚、図３に示す処理手順は一例であって、斯かる処理手順に本
発明が限定されるものではない。
【００２７】
　このファイル管理処理手順は、本開示のファイル管理方法及びファイル管理プログラム
の一例であって、ファイルの保存処理（Ｆ１１）及び供給先と提供元の一致確認処理（Ｆ
１２）を行う。
【００２８】
　(1) ファイルの保存処理（Ｆ１１）
【００２９】
　情報処理装置２の通信機能より受信部１６で電子データ６を受信すると（ステップＳ１
１）、電子データ６の提供元情報１０に関連付けて電子ファイル８を保存する（ステップ
Ｓ１２）。この処理により、ファイル管理部１８により電子ファイル８が記憶され、電子
ファイル８の提供元情報１０が管理される。
【００３０】
　(2) 供給先と提供元の一致確認処理（Ｆ１２）
【００３１】
　供給先と提供元の一致確認処理は、電子ファイル８を特定の人物に対して利用を行う場
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合の処理である、電子ファイル８の利用は、電子ファイル８の内容を特定の人物に開示す
ることで行われる。電子ファイル８の内容の開示は、例えば、特定の人物に対して電子フ
ァイル８を添付した電子メールを送信することで行われる。あるいは、特定の人物に対し
てアクセスを許可する状況下で、電子ファイル８を公開することで行われる。尚、電子メ
ール又はアクセスによる公開に限らず、特定の人物に対して内容を開示する手段であれば
電子ファイル８を用いることができる。
【００３２】
　電子ファイル８の利用を行わない場合（ステップＳ１３のＮｏ）、電子ファイル８の利
用待ちになる。そして、電子ファイル８の利用を行う場合（ステップＳ１３のＹｅｓ）、
電子ファイル８の供給先を表す供給先情報と電子ファイル８の提供元情報１０を比較する
（ステップＳ１４）。電子メールに添付して電子ファイル８を送信する場合、供給先情報
は、例えば電子メールの送信先メールアドレスとして特定される。そこで、この比較は、
送信先のメールアドレスと電子ファイル８に関連付けて管理されている提供元情報の比較
により行われる。供給先情報と提供元情報が一致した場合、供給先と提供元の一致、即ち
入手先一致と判断し、供給先情報と提供元情報が一致しない場合、供給先と提供元の不一
致、即ち入手先不一致と判断する。入手先一致の場合（ステップＳ１５のＹｅｓ）、入手
先が一致することを告知し（ステップＳ１６）、入手先が不一致の場合（ステップＳ１５
のＮｏ）、処理を終了する。
【００３３】
　ファイル管理処理により、電子ファイル８の提供元を電子ファイル８の履歴情報として
管理することが可能になる。そして、電子ファイル８を利用する際に、電子ファイル８の
提供元とこれからファイルを供給する先の一致又は不一致を確認することが可能になり、
提供元と供給先が一致する場合の告知が可能になる。これにより、電子ファイル８の供給
又は送付前に供給先の確認機会が提供され、電子ファイル８の提供元に、この電子ファイ
ル８を供給することを抑止できる。
【００３４】
〔第２の実施の形態〕
【００３５】
　第２の実施の形態について、図４ないし図８を参照する。図４は第２の実施の形態に係
る携帯電話機の機能部の一例を示す図、図５は携帯電話機のハードウェアの一例を示す図
である。図６は管理テーブルの一例を示す図、図７は添付ファイル利用ＩＤテーブルの一
例を示す図、図８は前面側から見た携帯電話機の一例を示す図である。尚、図４ないし図
８に示す構成は一例であって、斯かる構成に本発明が限定されるものではない。図１及び
図２と同一部分には同一符号を付してある。
【００３６】
　図４に示す携帯電話機５０は、情報処理装置２の一例であって、本開示の情報処理装置
の一例である。携帯電話機５０は通信装置を含み、電子メールを受信し、電子メールに添
付されている添付ファイルを保存してファイルの利用を可能にする。尚、電子メールは、
電子データ６の一例である。
【００３７】
　呼制御部５２は、発呼もしくは着呼又は発呼と着呼の双方を制御する手段であって、無
線制御部５４を通じて電話及び電子メールの着信及び発信を制御し、通信相手先の電話番
号又はメールアドレスに対し基地局を介して電話接続やデータ通信接続等の通信接続を行
う。無線制御部５４は電話や電子メール等の通信の送受を行う制御手段の一例である。
【００３８】
　メール送受信部５６は、メールを送信し及びメールを受信する手段の一例であり、既述
の受信部１６の一例である。メール送受信部５６は既述の呼制御部５２から電子メールを
受信し、呼制御部５２に指示して接続先に電子メールを送信する。
【００３９】
　ファイル保存履歴管理部５８は、ファイルの保存及びファイルに関連付けられた情報を
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履歴として管理する手段の一例であり、既述のファイル管理部１８の一例である。ファイ
ル保存履歴管理部５８は、電子メールに添付される添付ファイルと提供元情報１０とを関
連付けて保存し、添付ファイルの提供元情報１０を添付ファイルの履歴情報として管理す
る。これにより添付ファイルの提供元が管理され、添付ファイルを供給先へ供給する際、
ファイル保存履歴管理部５８による供給先情報と提供元情報１０の一致又は不一致の確認
が可能になる。尚、添付ファイルは、電子ファイル８の一例である。
【００４０】
　表示制御部６０は、表示部に画像や記号及びメッセージ等を表示する情報提示手段の一
例であって、既述の告知部２０の一例である。表示制御部６０は、表示部を制御して表示
部に対してメールの表示、メールに添付するための添付画像の表示や、添付ファイルの供
給先と提供元が一致した場合の告知表示等の各種画像表示を行う。
【００４１】
　電話帳記録部６２は、通信先の識別情報を記録する手段の一例であり、宛先情報記録部
の一例である。電話帳記録部６２は、電話接続やデータ通信から通信相手の識別情報を抽
出して記憶部７４（図５）に記録する。識別情報は、通信相手が識別可能であれば特に限
定されず、電話通信に用いる電話番号や、電子メールや携帯電話のメールに用いるメール
アドレス及びＳＭＳ等のメッセージサービスに用いる電話番号等を用いる。斯かる識別情
報は、通信先を識別するため、氏名等の人物情報や、その人物の住所などに関連付けて記
憶される。
【００４２】
入力制御部６４は、文字や図形等の情報及び選択や決定等の情報を入力する手段の一例で
ある。情報の入力は、例えばタッチパネル、タッチパッド、ポインティング・スティック
等のポインティングデバイスやハードウェアキーを通じて行われる。
【００４３】
　そして、携帯電話機５０には、既述の機能部を実現するハードウェアが備えられている
。図５に示す携帯電話機５０は、プロセッサ７２及び記憶部７４を備え、プロセッサ７２
が記憶部７４にあるプログラムを実行し、既述の機能部を実現する。プロセッサ７２は、
例えばＣＰＵ（Central Processing Unit ）により構成する。そして画像や表示の制御手
段、記憶制御手段、通信制御手段、情報管理手段を構成する。
【００４４】
　記憶部７４は、ＯＳ（Operating System）や、ファイル管理プログラム等のアプリケー
ションプログラムの他、既述の識別情報及び履歴情報の記憶手段の一例であって、記憶媒
体によって構成される。記憶部７４はプログラム記憶部７６と、データ記憶部７７と、Ｒ
ＡＭ（Random Access Memory）７８を含む。プログラム記憶部７６はプログラムを格納す
る記憶媒体の一例であって、ＲＯＭ（Read Only Memory）等の不揮発性記憶媒体により構
成する。プログラム記憶部７６は、既述のＯＳや、アプリケーションプログラムを格納す
る。データ記憶部７７は、電子データを記憶する手段の一例であり、既述の識別情報及び
履歴情報の他、情報処理装置の制御に関する設定情報等を記憶する。データ記憶部７７は
、例えば不揮発性記憶媒体により構成する。ＲＡＭ７８は例えば、プログラムを実行する
実行エリア（ワーキングエリア）を構成し、機能部の実行により生成される一時的に記憶
が必要なデータを記憶する。
【００４５】
　データ記憶部７７には、管理テーブル１０２及び添付ファイル利用ＩＤテーブル１０３
が形成される。図６に示す管理テーブル１０２は、管理番号１０４と、人物情報１０６と
、アドレス情報１０８と、添付ファイルＩＤ１１０を含む。尚、管理番号１０４と、人物
情報１０６と、アドレス情報１０８は電話帳テーブル１１２を構成し、添付ファイルＩＤ
１１０は、この電話帳テーブル１１２に関連付けられる。
【００４６】
　管理番号１０４は、管理テーブルに格納するデータを管理するための管理情報の一例で
あって、人物情報１０６と、メールアドレス等のアドレス情報１０８と、添付ファイルＩ
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Ｄ１１０に対応して設定される。管理番号１０４には、例えば管理テーブルに格納される
データのメモリ番号を用いる。また、管理番号１０４は、例えば０又は１から始まる整数
値の通し番号に設定することができる。人物情報１０６と、アドレス情報１０８と、添付
ファイルＩＤ１１０はこの管理番号１０４により相互に関連付けられる。
【００４７】
　人物情報１０６は、人物を特定するための情報であって、人物情報１０６には、人名も
しくは会社名等の名称又は愛称等が格納される。アドレス情報１０８は、人物の所在を特
定するための所在情報の一例であり、例えば、電子メールのメールアドレス又は、メッセ
ージサービスに用いる電話番号である。メールアドレスの利用者が複数のメールアドレス
を持っている場合、特定の管理番号１０４には、対応する複数のメールアドレスが「メー
ルアドレス１」、「メールアドレス２」として格納される。このため、この複数のメール
アドレスが同一の利用者を表していることが判断可能になる。即ち、アドレス情報の一致
確認を行う場合に、メールアドレスが異なる場合であっても、管理番号１０４により同一
の利用者であるか否かが判断可能となる。また、利用者が利用するメールアドレスを変更
した場合でも、変更後のメールアドレスをこの利用者の管理番号１０４に登録すれば、メ
ールアドレスの変更による管理番号１０４の変更はないため、同一利用者か否かの判断が
可能となる。
【００４８】
　添付ファイルＩＤ１１０は、添付ファイルを識別するための情報であって、各添付ファ
イルに関係付けて付加され、各添付ファイルの特定に利用される。例えば、図６に示す添
付ファイル１１６Ａには添付ファイルＩＤ１１０として文字列「dog1」が関連付けられ、
添付ファイル１１６Ｂには文字列「dog2」が関連付けられる。添付ファイルＩＤ１１０に
は、例えば添付ファイルのファイル名を利用することができる。また、例えば日付時刻情
報から生成される数字又は文字を利用することができる。
【００４９】
　日付時刻情報は、例えばメールを受信した年月日時分秒により構成し、例えば、「YYYY
MMDDhhmmss」にする。「YYYY」は西暦を表す４桁の数字、「MM」は月を表す０１から１２
までの数字、「DD」は日を表す０１から３１までの数字にする。「hh」は時を表す００か
ら２３までの数字、「mm」は分を表す００から５９までの数字、「ss」は秒を表す００か
ら５９までの数字にする。尚、年月日時分秒の表記はこれに限定されない。例えば年は、
年号の頭文字のアルファベットと２桁の数字を組み合わせて和暦で表記できる。例えば、
平成２２年は「H22 」として表記する。また月は、英語の省略表記３文字を用いて「Jan 
」、「Feb 」、「Mar 」、・・・「Dec 」等により表記できる。
【００５０】
　管理テーブル１０２では、管理番号１０４と、人物情報１０６と、アドレス情報１０８
と、添付ファイルＩＤ１１０と、添付ファイル１１６Ａ、１１６Ｂは、相互に関係づけら
れる。これにより、添付ファイル１１６Ａ、添付ファイル１１８Ｂの履歴管理を行うこと
ができる。
【００５１】
　図７に示す添付ファイル利用ＩＤテーブル１０３は、メール送信の際にメールに添付さ
れて利用されるファイルの添付ファイルＩＤ１１８を記録する。例えば、メール送信の際
に添付ファイルが１つある場合、「添付ファイルＩＤ１」が添付ファイルＩＤ１１８とし
て記録される。添付ファイルが複数の場合、「添付ファイルＩＤ２」、・・・が添付ファ
イルＩＤ１１８として記録される。
【００５２】
　無線通信部８０は、基地局等の中継局との無線による通信手段の一例であって、アンテ
ナ８２に接続して、プロセッサ７２によって制御され、受信信号から音声信号やデータの
復調再生、音声信号又はデータと搬送信号とを用いて無線信号の生成を行う。即ち、無線
通信部８０におけるこれらの機能は、プロセッサ７２の制御により、既述の呼制御部５２
又は無線制御部５４（図４）によって実現される。
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【００５３】
　表示部８４は文字情報や画像情報を提示する手段の一例であって、例えば、ＬＣＤ（Li
quid Crystal Display）や有機ＥＬディスプレイ等で構成され、プロセッサ７２によって
制御される。表示部８４は、既述のメールの表示、添付画像の表示や告知表示等を表示す
る。
【００５４】
　音声入出力部８６は、音声情報を入力及び出力する手段の一例であって、マイクロフォ
ン８８及びレシーバ９０が接続され、マイクロフォン８８が生成した音声情報をプロセッ
サ７２へ伝送し、プロセッサ７２が、生成した音声情報をレシーバ９０へ伝送する。マイ
クロフォン８８は音又は声等の音声を電気信号に変換して音声情報を生成する手段の一例
であり、音声変換手段の一例である。レシーバ９０は電気信号から音声を生成する手段の
一例であり、音声生成手段の一例である。レシーバ９０はプロセッサ７２が生成した音声
情報から音声を生成する。
【００５５】
　入力部９２は、外部操作を受け操作入力を生成する手段の一例であり、例えばタッチパ
ネル、タッチパッド、ポインティング・スティック等のポインティングデバイスやハード
ウェアキーで構成する。操作入力は、既述の入力制御部６４の制御により、プロセッサ７
２に取り込まれる。
【００５６】
　図８に示す携帯電話機５０は、情報処理装置２の一例であって、第１の筐体部１２４と
、第２の筐体部１２６とをヒンジ部１２８によって開閉可能に連結している。第１の筐体
部１２４には、入力部９２、マイクロフォン８８が備えられ、入力部９２には、カーソル
キー１３２、決定キー１３４、文字入力キー１３６等が備えられている。第２の筐体部１
２６には、表示部８４、レシーバ９０等が備えられている。
【００５７】
　次に電子データについて図９ないし図１１を参照する。図９はメールフォーマットの一
例を示す図、図１０は添付ファイルのデータ変換の一例を示す図、図１１はメール表示画
面の一例を示す図である。尚、図９ないし図１１に示す構成又はデータは一例であって、
斯かる構成又はデータに本発明が限定されるものではない。図２と同一部分には同一符号
を付してある。
【００５８】
　図９に示すメールデータ１４２は電子データ６の一例であって、例えば電子メールに用
いられ、ファイルを添付する場合のメールフォーマットに基づいている。メールデータ１
４２はヘッダ部１４４と、文書部１４６と添付ファイル部１４８を含む。
【００５９】
　ヘッダ部１４４は、文書部１４６の前段部に配置され、メールデータ１４２の宛先情報
１５２及び題名情報１５４の他、データの属性、構造又は制御に関する情報１５６を含む
。
【００６０】
　宛先情報１５２は、例えば電子メールの供給先を表す供給先情報である。宛先情報１５
２では、例えば「To: Ａさん」と記載され、メールの送信先がＡさんであることを表す。
メールデータは、宛先情報１５２を含むことによりＡさんへ届けられる。
【００６１】
　題名情報１５４では、例えば「Subject:犬が走る」と記載され、メールの表題を提供す
る。
【００６２】
　情報１５６中の情報「Input mail-Template 」は、メールデータ１４２が入力メール（
Input mail）の雛形（テンプレート）で記載されていることを表す。情報「MIME-Version
:1.0」は、メールデータ１４２がＭＩＭＥ（Multipurpose Internet Mail Extensions ）
のVersion1.0の仕様であることを表す。ＭＩＭＥは、電子メールで添付ファイルを扱うた
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めの規格である。情報「Content-Type:multipart/related;boundary=“mime”」は、デー
タの属性を表す。用語「Content-Type: 」に続く文字列は「/ 」を含む文字列であり、前
半部が属性の大項目を表し、後半部が属性の詳細を表す。記載「multipart/related;boun
dary= “mime”」では、記載「multipart 」はメールデータが複数のパートで構成される
マルチパート型メッセージであることを表し、記載「related;boundary= “mime”」は複
数のパートの関連性が高く、記載“mime”で各パートの境界を示すことを表す。
【００６３】
　文書部１４６は、ヘッダ部１４４の後段部に配置され、メールデータ１４２のテキスト
部を構成する。記載「--mime」は文書部１４６の開始を表し、記載「Content-Type:text/
html;charset=Shift＿JIS 」は文章部１４６のパートの属性を表す。記載「text」は文章
部１４６がテキストファイルであることを表し、記載「html;charset=Shift＿JIS 」はテ
キストファイルがシフトＪＩＳ（Japanese Industrial Standard）を用いたＨＴＭＬ（Hy
per Text Markup Language）であることを表す。記載「Content-Transfer-Encording:8bi
t 」はデータの格納方法を表す。記載「Content-Transfer-Encording: 」に続く文字列「
8bit」は格納方法が8 ビットのテキストコードであることを表す。記載「<TEXT>こんにち
ワン</TEXT> 」は文章を表し、「<TEXT>」と「</TEXT> 」の間に配置された文字列「こん
にちワン」が文章の内容を表す。記載「<IMG SRC=cid:JPEG001> 」は画像の指定を表し、
文字列「JPEG001 」の画像を指定する。文字列「JPEG001 」は例えばファイルの管理番号
である。記載「<TEXT>ほんのごあいさつ</TEXT> 」は文章を表し、「<TEXT>」と「</TEXT
> 」の間に配置された文字列「ほんのごあいさつ」が文章の内容を表す。
【００６４】
　添付ファイル部１４８は、文書部１４６の後段部に配置され、メールに添付する添付フ
ァイルデータが記載される。記載「--mime」は添付ファイル部１４８の開始を表し、記載
「Content-Type:image/jpeg;name=JEG001.jpg 」は添付ファイル部のパートの属性を表す
。記載「image 」は添付ファイル部１４８が画像ファイルであることを表し、記載「/jpe
g;name=JEG001.jpg 」は画像ファイルがＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）
であって、名前が「JEG001.jpg」であることを表す。記載「Content-Transfer-Encording
:base64 」は記載「Content-Transfer-Encording: 」に続く文字列「base64」がBase64形
式のデータであることを表す。記載「Content-ID:<JPEG001>」はファイルの管理番号を表
し文字列「JPEG001 」が、画像ファイルの管理番号を表す。記載「[base64 エンコード文
字列] 」は、この記載に続く後段の文字列がBase64形式のエンコード文字列データである
ことを表す。図９に示すエンコードは文字列が「dkei239470jauire9383jafei0833883afji
ebnj322kdifjiajire099ajifeiiajklnnvkfaawpour9fa 」である。記載「--mime--」は全パ
ートの終了を表しデータの末尾に付加される。
【００６５】
　base64エンコード文字列はデコード処理により画像になる。図１０に示すbase64エンコ
ード文字列１５８をデコードすると、例えば画像１６０になる。そこで、図９に示すメー
ルデータ１４２を表示部８４に表示すると、例えば図１１に示すメール表示画面１６２が
得られる。メール表示画面１６２は、宛先表示１６４として「宛先　A さん」と、題名表
示１６６として「題名　犬が走る」を含む。また、メール表示画面１６２は、テキスト表
示１６８、表示１７２としてテキスト「こんにちワン」と、テキスト「ほんのごあいさつ
」が表示される。表示１６８と表示１７２に挟まれて、添付ファイル表示１７０として、
画像１６０が表示される。尚、図９及び図１０に示すエンコード文字列は、エンコード文
字列を説明するために記載した一例であり、図９及び図１０に示すエンコード文字列と画
像１６０の一致を保証するものではない。
【００６６】
　メールデータ１４２を宛先へ送信して供給する場合、メールデータ１４２の提供者のメ
ールアドレスがメールデータ１４２に付加される。そこで、メールデータ１４２の受信先
ではメールデータ１４２に付加されたメールアドレスから、メールデータ１４２の提供元
を把握することができる。尚、メールデータ１４２に付加されるメールアドレスは提供元
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情報１０の一例である。
【００６７】
　次にファイル管理処理について図１２ないし図１９を参照する。図１２はメール受信処
理手順の一例を示すフローチャート、図１３は添付ファイル保存処理手順の一例を示すフ
ローチャート、図１４は添付ファイルＩＤ生成処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。図１５は表示画面の一例を示す図である。図１６は告知表示画面の一例を示す図、図
１７はメール送信処理手順の一例を示すフローチャート、図１８は添付ファイルの履歴管
理処理手順の一例を示すフローチャート、図１９は添付ファイルの履歴確認処理手順の一
例を示すフローチャートである。尚、図１２ないし図１９に示す構成又は処理手順は一例
であって、斯かる構成又は処理手順に本発明が限定されるものではない。図８と同一部分
には同一符号を付してある。このファイル管理処理は本開示のファイル管理方法及びファ
イル管理プログラムの一例であって、図１２ないし図１９に示すメール管理処理では、メ
ール受信処理と、メール送信処理を含む。
【００６８】
　(1) メール受信処理
【００６９】
　このメール受信処理は、ファイルの保存処理を含む。携帯電話機５０がメールサーバか
らメール受信通知を受けた際に、プロセッサ７２がプログラム記憶部７６に格納されてい
るプログラムを実行して、このメール受信処理が実行される。添付ファイルが添付された
メールを受信すると、添付ファイルの受信がメール送受信部５６からファイル保存履歴管
理部５８に通知される。ファイル保存履歴管理部５８は、受信したメールのメールアドレ
スに対応する管理番号１０４を記録部７４に問い合わせる。
【００７０】
　受信した添付ファイルを保存する場合、ファイル保存履歴管理部５８では、添付ファイ
ルＩＤ１１０を生成して、添付ファイルを記憶部７４のデータ記憶部７７に形成される種
別フォルダに保存する。添付ファイルの種別フォルダは、添付ファイルの種類に応じて添
付ファイルを種類別にファイルするためのフォルダであって、メールの利用者が選択する
ことも可能である。受信したメールの受信先、即ち、メールの提供元のメールアドレスと
添付ファイルとを対応させて関係づけるため、ファイル保存履歴管理部５８のファイル履
歴記録機能により添付ファイルＩＤ１１０を格納する。
【００７１】
　図１２に示すメール受信処理では、メール受信でない場合（ステップＳ３１のＮｏ）、
メール受信を待機し、メールを受信すると（ステップＳ３１のＹｅｓ）、メールの添付あ
り又はなしを判断する（ステップＳ３２）。メールに添付ファイルがない場合（ステップ
Ｓ３２のＮｏ）、メールを保存して（ステップＳ３４）、処理を終了する。メールに添付
ファイルがある場合（ステップＳ３２のＹｅｓ）、添付ファイルをデータ記憶部７７に保
存した後（ステップＳ３３）、メールを保存して（ステップＳ３４）、処理を終了する。
【００７２】
　図１３に示す添付ファイルの保存処理手順は、添付ファイル保存処理（ステップＳ３３
）のサブルーチンの処理である。この添付ファイルの保存処理手順では、添付ファイルＩ
Ｄ１１０を生成し（ステップＳ４１）、受信メールのメールアドレスをもとにメールアド
レスの管理番号１０４を検索する（ステップＳ４２）。受信メールのメールアドレスと一
致するアドレスが管理テーブル１０２のアドレス情報１０８に格納されているかを検索す
ることで、一致するアドレスの管理番号１０４を検索する。受信メールのメールアドレス
の登録が管理テーブル１０２にない場合（ステップＳ４３のＮｏ）、メールアドレスの管
理番号１０４を生成する（ステップＳ４４）。管理テーブル１０２に生成した管理番号１
０４と受信メールのメールアドレスを登録して（ステップＳ４５）、管理テーブル１０２
で受信メールのメールアドレスを管理する。
【００７３】
　また、記憶部７４のデータ記憶部７７に添付ファイルを保存して（ステップＳ４６）、



(12) JP 5668552 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

添付ファイルの履歴記録を行う（ステップＳ４７）。受信メールのメールアドレスを検索
した結果、受信メールのメールアドレスの登録がある場合（ステップＳ４３のＹｅｓ）、
既存のメールアドレスに関連づけて添付ファイルの保存（ステップＳ４６）及び添付ファ
イルの履歴記録（ステップＳ４７）を行う。添付ファイルの履歴記録処理では、生成した
添付ファイルＩＤ１１０を添付ファイルのＩＤとして、受信メールの提供元のメールアド
レスに対応する管理番号１０４に対応させて記録する。これにより提供元のメールアドレ
スと添付ファイルＩＤが対応付けられる。
【００７４】
　図１４に示す添付ファイルＩＤの生成処理手順は、添付ファイルＩＤ生成処理（ステッ
プＳ４１）のサブルーチンの処理である。この添付ファイルＩＤ生成処理では、メールの
添付ファイルのファイル名を抽出し（ステップＳ５１）、同一ファイル名の有り又は無し
を判断する（ステップＳ５２）。添付ファイルと同一ファイル名のファイルがデータ記憶
部７７にない場合（ステップＳ５２のＮｏ）、添付ファイルのファイル名を添付ファイル
ＩＤ１１０にする（ステップＳ５３）。添付ファイルと同一ファイル名のファイルがある
場合（ステップＳ５２のＹｅｓ）、ファイル名を添付ファイルＩＤにすると、同一の添付
ファイルＩＤが複数になるので、日付時刻情報を添付ファイルの添付ファイルＩＤにする
（ステップＳ５４）。このようにして、添付ファイルＩＤ１１０を生成する。
【００７５】
　このようにして、受信したメールに添付された添付ファイルを履歴の記録と共に記憶す
るので、添付ファイルと、受信メールの提供元のメールアドレスと、管理番号の関連付け
がされる。添付ファイルの保存により、添付ファイルをデータ記憶部７７から読み出して
使用することが可能になり、また、添付ファイルの履歴記録により、添付ファイルの提供
元の特定が可能になる。
【００７６】
　(2) メールの作成及び送信処理
【００７７】
　このメールの作成及び送信処理手順は、ファイルの供給先と提供元の一致確認処理を含
む。このメール作成送信処理手順では、携帯電話機５０が電子メールを作成してサーバを
介して供給先へ供給する。プロセッサ７２がプログラム記憶部７６に格納されているプロ
グラムを実行することにより、このメール送信処理手順が実行される。この実施の形態で
は、携帯電話機５０の表示部８４に電話帳を表示して、この表示画面から添付メール編集
を選択して添付メール編集作業を開始する。図１５Ａに示す表示部８４には、ステータス
表示領域１８２と、電話帳表示画面１８４と、ガイド表示領域１８６が表示される。
【００７８】
　ステータス表示領域１８２には、電池残量表示、電波強度表示及び時刻表示等が明示さ
れる。電話帳表示画面１８４には、人物情報１０６として例えば、名前「Ａさん」が表示
され、人物情報１０６の下にアドレス情報１０８として例えば、「メールアドレスＡ」が
表示される。アドレス情報１０８の下にはメールに係るサブメニュー１８８として、例え
ば、「１．メール編集」と「２．添付メール編集」が表示される。ガイド表示領域１８６
には、カーソルを移動させて選択項目を切り替えるための移動決定表示１９０がカーソル
キー１３２（図８）及び決定キー１３４（図８）に対応して表示される。
【００７９】
　入力部９２（図８）のカーソルキー１３２又は決定キー１３４を操作して「１．メール
編集」を選択すると、「Ａさん」を宛先とする通常メールの編集へ移行し、「２．添付メ
ール編集」を選択すると、ファイルの添付が可能な装飾メールの編集へ移行する。尚、通
常のメールはメールの内容がテキストデータで構成され、添付ファイルを含まないメール
である。添付メールは、メールが既述の文書部１４６及び添付ファイル部１４８を含み、
メールが添付ファイルにより装飾されたメールである。
【００８０】
　添付メール編集が選択されると、ファイル保存履歴管理部５８は、メール作成画面１９
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２を表示し、電話帳テーブル１１２に名前「Ａさん」の人物情報１０６に対応する管理番
号１０４を問い合わせる。
【００８１】
　図１５Ｂに示すメール作成画面１９２は、表示部８４のステータス表示領域１８２とガ
イド表示領域１８６の間に表示され、宛先表示欄１９４と、題名表示欄１９６と、添付表
示欄１９８と、本文表示欄２００とを含む。
【００８２】
　宛先表示欄１９４には、電話帳から選択した宛先が表示される。例えば「Ａさん」の電
話帳から添付メール編集を選択すると、例えば「Ａさん」と表示される。題名表示欄１９
６には、メールの題名が入力され、この題名が表示される。添付ファイルをメールに添付
すると、添付表示欄１９８に添付ファイルの存在が表示される。この添付ファイルの存在
は、例えばファイル名を表示することで表される。本文表示欄２００には、メールにより
伝達する内容がテキスト情報で入力される。テキスト情報は、文字、数字又は記号又はそ
の他の言語を表記するための符号等から構成され、文字、数字及び記号等の組み合わせに
より、文、暗号、コードを形成する。題名表示欄１９６及び本文表示欄２００への文字入
力は、例えば、カーソルキー１３２を操作することにより題名表示欄１９６又は本文表示
欄２００を選択して、文字入力キー１３６を操作することで行われる。
【００８３】
　メール作成画面１９２を表示すると、ガイド表示領域１８６には、メール送信の実行を
表す送信表示２０２と機能の実行を表す機能表示２０４が、カーソルキー１３２に対応し
て表示される。送信表示２０２に対応するカーソルキー１３２の操作により、メール編集
の終了が認識されるとともにメール送信処理が実行される。機能表示２０４に対応するカ
ーソルキー１３２の操作により、例えば、メールに添付ファイルを添付するため、メール
作成画面１９２が添付ファイル編集画面２０６に切替えられる。
【００８４】
　図１５Ｃに示す添付ファイル編集画面２０６は、ファイルの編集を行うためのファイル
編集画面の一例である。添付ファイル編集画面２０６では、メールに添付するファイルの
候補が表示される。メールに添付するファイルは、カーソルキー１３２を操作してカーソ
ル２０８を移動させ、決定キー１３４の操作により決定される。ガイド表示領域１８６に
は、表示画面を前の表示画面に戻すことを表す戻る表示２１０がカーソルキー１３２に対
応して表示される。戻る表示２１０に対応するカーソルキー１３２の操作により、表示画
面が添付ファイル編集画面２０６からメール作成画面１９２に戻される。本文の入力及び
ファイルの添付等によりメールの編集を行うと、図１１に示すメール表示画面１６２等の
メール表示画面等が得られる。
【００８５】
　添付メールの編集中に種別フォルダに保存している画像が利用されると、ファイル保存
履歴管理部５８のファイル履歴確認機能により、メールの宛先である供給者「Ａさん」と
添付ファイルの提供元の比較を行う。供給者と添付ファイルの入手先、即ち添付ファイル
の提供元が一致した場合、入手先が一致することを例えば表示部８４へ表示して、入手先
の一致を告知する。
【００８６】
　図１６に示す告知表示画面２１２では、入手先の一致の告知表示として、「送信するア
ドレスから送られたコンテンツが含まれています。」を表示して、入手先が一致すること
即ち、宛先と提供元が一致したことを告知する。
【００８７】
　そこで、図１７に示すメール送信処理手順では、電話帳でメールアドレスを選択して、
メール作成画面を表示する（ステップＳ１０１）。この作成画面では、入力部９２のキー
操作又はタッチ操作を受け付けて、メールの題名入力のほか、メール文の入力を行う。添
付ファイル履歴管理処理（ステップＳ１０２）では、メールに対する保存ファイルの添付
の他、添付ファイルの入手先一致を判断する。その後メールを送信して（ステップＳ１０
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３）、メール送信処理を終了する。
【００８８】
　図１８に示す添付ファイルの履歴管理処理手順は、添付ファイル履歴管理処理（ステッ
プＳ１０２）のサブルーチンの処理である。この添付ファイルの履歴管理処理手順では、
メール作成画面を切替えて、添付ファイル編集画面２０６を表示する（ステップＳ１２１
）。添付ファイル編集画面表示中には、種別フォルダの保存ファイル利用が可能である。
保存ファイルを利用する場合（ステップＳ１２２のＹｅｓ）、利用するファイルの添付フ
ァイルＩＤ１１８を添付ファイル利用ＩＤテーブル１０３に記録する（ステップＳ１２３
）。保存ファイルを利用しない場合（ステップＳ１２２のＮｏ）、添付ファイルＩＤ１１
８の記録は行われない。添付ファイル編集画面表示中の保存ファイル利用及び添付ファイ
ルＩＤ１１８の記録は、編集終了まで繰り返す（ステップＳ１２４のＮｏ）。編集を終了
する場合（ステップＳ１２４のＹｅｓ）、送信先のメールアドレスから、送信先メールア
ドレスの管理番号１０４を検索し（ステップＳ１２５）、利用するファイルの添付ファイ
ルＩＤ１１８と、送信先メールアドレスの管理番号１０４から添付ファイルの履歴確認を
行う（ステップＳ１２６）。
【００８９】
　図１９に示す添付ファイルの履歴確認処理手順は、添付ファイル履歴確認処理（ステッ
プＳ１２６）のサブルーチンの処理である。この添付ファイルの履歴確認処理手順では、
添付ファイルの入手先検索を行う（ステップＳ１４１）。この入手先検索では、添付ファ
イルＩＤ１１８の特定と、履歴記録から添付ファイルの提供元及び入手メールアドレスの
管理番号が特定される。そして、送信先のメールアドレスの管理番号と、入手メールアド
レスの管理番号を比較し（ステップＳ１４２）、送信先メールアドレスの管理番号と入手
メールアドレスの管理番号が一致する場合、入手先一致と判断する（ステップＳ１４３の
Ｙｅｓ）。このとき、例えば図１６に示す告知表示画面２１２により入手先が一致した旨
を表示して（ステップＳ１４４）、入手先が一致すること又は送信先と入手先が一致した
ことを告知する。送信先メールアドレスの管理番号と入手メールアドレスの管理番号が一
致しない場合、入手先不一致と判断し（ステップＳ１４３のＮｏ）、添付ファイル履歴確
認処理を終了して、メール送信処理（ステップＳ１０３）へ移行する。
【００９０】
　添付ファイル履歴管理処理により、メールを送信する前に添付ファイルの提供元が送信
先に含まれるか否かの確認が可能であり、添付ファイルの提供元に対して添付ファイルを
送信することを予防できる。
【００９１】
〔第３の実施の形態〕
【００９２】
　この第３の実施の形態について、図２０を参照する。図２０は第３の実施の形態に係る
携帯電話機の機能部の一例を示す図である。尚、図２０に示す構成は一例であって、斯か
る構成に本発明が限定されるものではない。図１及び図４と同一部分には同一符号を付し
てある。
【００９３】
　この第３の実施の形態は、添付ファイルの置替え機能により画像の置換えを行う例であ
る。
【００９４】
　ファイル画像類似検索部２２２は、特定の画像に類似する画像を検索する手段の一例で
ある。ファイル画像類似検索部２２２は、特定の画像に含まれる形状、色、色合い、及び
風景等から特徴事項を検出する。例えば、特定の画像から明るさや色合い等の変化の大き
い小領域を特徴事項として抽出し、他の画像の特徴事項と比較して類似度を算出する。ま
た、ファイル画像類似検索部２２２は、複数の画像を比較して、画像の類似度を判断する
。これらの類似検索機能により、特定の画像に類似する画像が検索される。
【００９５】
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　ファイル置換え部２２４は、特定の画像を他の画像に置換える手段の一例あり、例えば
、メールに添付されている画像の添付ファイルを、ファイル画像類似検索部２２２が検出
した、画像添付ファイルに類似する画像ファイルに置き換える。
【００９６】
　その他の構成は、第２の実施の形態と同様であるのでその説明を省略する。
【００９７】
　次にファイル管理処理手順について図２１ないし図２６を参照する。図２１は告知表示
画面の一例を示す図、図２２は置換え候補表示画面の一例を示す図、図２３はメール表示
画面の置き換えの一例を示す図である。図２４はメールフォーマットの一例を示す図、図
２５は添付ファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャート、図２６は添付ファ
イルの置換え処理手順の一例を示すフローチャートである。尚、図２１ないし図２６に示
す構成又は処理手順は一例であって、斯かる構成又は処理手順に本発明が限定されるもの
ではない。このファイル管理処理は本開示のファイル管理方法及びファイル管理プログラ
ムの一例である。
【００９８】
　(1) メールの受信処理
【００９９】
　メールの受信処理は第２の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。メール
の受信処理では、添付ファイルとして画像の添付ファイルを受信する。
【０１００】
　(2) メールの作成及び送信処理
【０１０１】
　メールの作成及び送信処理は、メール送信処理手順（図１７）と、添付ファイル履歴管
理処理手順（図１８）を含み、第２の実施の形態と同様であるのでその説明を省略する。
送信先と添付ファイルの入手先が一致した場合、例えば、図２１に示す告知表示画面２２
６を表示部８４に表示して、入手先が一致することを告知する。
【０１０２】
　図２１に示す告知表示画面２２６では、入手先の一致を表す告知として、例えば、「送
信するアドレスから送られたコンテンツが含まれています。」を表示して、入手先が一致
すること又は送信先と入手先が一致したことを告知する。そして、添付ファイルの置き換
えを促すため、例えば、「類似した画像に置き換えますか？」を表示し、「はい」を表す
選択表示２２８と「いいえ」を表す選択表示２３０を表示部８４に表示する。選択表示２
２８が選択されると、ファイル置換え部２２４のファイル置換え機能が起動される。ファ
イル置換え機能では、添付ファイルに含まれる画像を抽出する。そして、ファイル置換え
機能により添付ファイルに含まれる画像と、記憶部７４に記録しているファイルの画像と
の比較を実行し、置換え対象の添付ファイルに含まれる置き換え対象画像に対し、最も類
似度が高い画像を置換え画像として記録する。尚、最も類似度が高いか否かの判断は、少
なくとも情報処理装置２の演算処理による類似度判断が関与していれば足りる。例えば、
人間の観念に基づく判断等、別の判断手法に基づくと類似していない画像であっても、演
算処理による類似度判断が関与して最も類似度が高い画像と判断していれば、最も類似度
が高い画像として取り扱われる。
【０１０３】
　図２２に示す置換え候補表示画面２３２では、置換え候補表示画面２３２の上方に置換
え対象の添付ファイルに含まれる置換え対象画像２３４を表示し、その下方に置換え対象
画像２３４に対して最も類似度が高い置換え画像２３６を表示する。また、置換え候補表
示画面２３２には、置換えを確認するため、例えば、「置換しますか？」を表示する。置
換を選択すると、ファイル置換え機能により、例えば、図２３Ａに示すメール表示画面１
６２が図２３Ｂに示すメール表示画面２３８に置換され、添付ファイルの画像が置換え対
象画像２３４から置換え画像２３６に入れ替えられる。即ち、メールフォーマットが、メ
ールデータ１４２からメールデータ２４０に入れ替えられる。図２４に示すメールデータ
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２４０では、文字列「JPEG001 」（図９）が文字列「FREE001 」に置き換えられ、bsae64
エンコード文字列が置換え画像２３６のエンコード文字列に置き換えられる。尚、図２４
に示すエンコード文字列は、エンコード文字列を説明するために記載した一例であり、図
２４に示すエンコード文字列と置換え画像２３６の一致を保証するものではない。
【０１０４】
　そこで、添付ファイル履歴確認処理（ステップＳ１２６）として、例えば図２５に示す
添付ファイルの履歴確認処理手順を実行する。この添付ファイルの履歴確認処理手順は、
添付ファイル履歴確認処理（ステップＳ１２６）のサブルーチンの処理である。この添付
ファイルの履歴確認処理手順では、添付ファイル入手先検索を行い（ステップＳ１６１）
、送信先メールアドレス管理番号と、入手メールアドレス管理番号を比較し（ステップＳ
１６２）、入手先一致を判断する（ステップＳ１６３）。ステップＳ１６１からステップ
Ｓ１６３の処理は、第２の実施の形態のステップＳ１４１からステップＳ１４３と同様で
あるのでその説明を省略する。
【０１０５】
　入手先一致と判断すると（ステップＳ１６３のＹｅｓ）、例えば図２１に示す告知表示
画面２２６により、表示画面入手先が一致した旨を表示して（ステップＳ１６４）告知す
る。また、添付ファイルの置き換えを促す表示とともに選択表示２２８及び選択表示２３
０を表示して、添付ファイルの置き換えを促す。置き換えを行わない旨の選択表示２３０
が選択されると（ステップＳ１６５のＮｏ）、添付ファイル履歴確認処理を終了して、メ
ール送信処理（ステップＳ１０３）に移行する。また、置き換えを行う旨の選択表示２２
８が選択されると（ステップＳ１６５のＹｅｓ）、添付ファイル置換え処理を行う（ステ
ップＳ１６６）。
【０１０６】
　図２６に示す添付ファイルの置換え処理手順は、添付ファイル置換え処理（ステップＳ
１６６）のサブルーチンの処理である。この添付ファイルの置換え処理手順では、置換え
対象の添付ファイルの処理Ｆ２１と、携帯電話機５０に保存してある添付ファイルの処理
Ｆ２２と、類似度数の高い添付ファイルを記憶する処理Ｆ２３を含む。処理Ｆ２２及び処
理Ｆ２３を繰り返すことで、携帯電話機５０に保存している全ての添付ファイルに対して
処理Ｆ２２及び処理Ｆ２３を行い、最も類似度数の高い添付ファイルを検索する。尚、全
ての添付ファイルとは、置換え対象の添付ファイルに対して置き換え可能なファイルを含
んでいれば良く、例えば、置換え対象の添付ファイルは画像データであるので、音声デー
タやアプリケーションにより作成したデータ等は含まなくてもよい。例えば、置換え対象
の添付ファイルがbase64エンコード文字列を含む場合は、base64エンコード文字列を含ま
ないファイルは置き換え可能でないファイルとして扱ってもよい。
【０１０７】
　処理Ｆ２１では、置換え対象の添付ファイルのbase64エンコード文字列をデコード（復
号）し（ステップＳ１８１）、base64エンコード文字列をBase64の変換形式に従って画像
に変換する。添付ファイルのデコードにより得られたデコード画像は「比較画像ファイル
１」として記録される（ステップＳ１８２）。記録した、「比較画像ファイル１」は、画
像の比較に用いられる。
【０１０８】
　処理Ｆ２２では、携帯電話機５０に保存してある添付ファイルのbase64エンコード文字
列をデコードし（ステップＳ１８３）、base64エンコード文字列をBase64の変換形式に従
って画像に変換する。そして、保存してある添付ファイルに関連付けされている入手先の
メールアドレスの管理番号が置換え対象の添付ファイルの管理番号と一致するかを判断し
（ステップＳ１８４）、一致する場合は保存してある添付ファイルのデコードを繰り返す
（ステップＳ１８４のＹｅｓ）。一致しない場合には（ステップＳ１８４のＮｏ）、保存
してある添付ファイルのデコード画像を「比較画像ファイル２」として記録する（ステッ
プＳ１８５）。
【０１０９】
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　処理Ｆ２３では、「比較画像ファイル１」及び「比較画像ファイル２」を対象として、
比較画像ファイルの類似度判定をファイル画像類似検索部２２２により行う（ステップＳ
１８６）。そして類似度が高くなった場合（ステップＳ１８７のＹｅｓ）、類似の度数が
一番高い添付ファイルを置換え画像として記憶する（ステップＳ１８８）。類似度が高く
なっていない場合（ステップＳ１８７のＮｏ）、類似の度数が一番高い添付ファイルでは
ないので、画像として記憶しない。処理Ｆ２２及び処理Ｆ２３は全ファイルを確認するま
で繰り返す（ステップＳ１８９のＮｏ）。そこで、類似度が高くなったかの判断は、第１
回目の添付ファイルの類似度判定では、類似度が高くなったと判断し、第２回目の添付フ
ァイルの類似度判定以降は、前回までの判定で類似度数が一番高い添付ファイルとの比較
により判断する。そして、全ファイルの確認を行えば（ステップＳ１８９のＹｅｓ）、置
換え対象の添付ファイルに対し、最も類似度数の高い添付ファイルを置換え画像として記
憶することができる。
【０１１０】
　図２５に示す添付ファイル履歴確認処理手順では、添付ファイル置換え処理（ステップ
Ｓ１６６）で得た最も類似度数の高い添付ファイルを、置換え対象添付ファイルに対する
置換え候補添付ファイルとして表示する（ステップＳ１６７）。置換え候補添付ファイル
は、例えば、図２２に示す置換え候補表示画面２３２として表示する。そして、「置換し
ますか？」という問い合わせに対し入替え承認がされると（ステップＳ１６８のＹｅｓ）
、置換え対象添付ファイルを置換え候補添付ファイルに入替え（ステップＳ１６９）、添
付ファイル履歴確認処理及び添付ファイル履歴管理処理を終了する。入替え承認がされな
い場合（ステップＳ１６８のＮｏ）、ファイルの入替えを行わずに、添付ファイル履歴確
認処理及び添付ファイル履歴管理処理を終了して、メール送信処理（ステップＳ１０３）
へ移行する。このようにして、メールに添付する添付ファイルの入手先が一致する場合に
、類似度が高い添付ファイルを自動で検索して入替え承認を介して添付ファイルを置換え
ることができるので、画像の置換えが容易である。
【０１１１】
　携帯電話機５０のファイル保存履歴管理部５８の機能により、添付ファイルを保存する
時に添付ファイルＩＤ１１０を生成し、電話帳テーブル１１２と関連付けて格納する。添
付ファイルを再度利用する時には、ファイル保存履歴管理部５８とファイル置換え部２２
４の機能により、添付ファイル入手先を表す提供元情報とメール送信先を表す供給先情報
との一致又は不一致を確認する。提供元情報と供給先情報が一致して、添付ファイル入手
先とメール送信先が同一の場合に、ファイル置換え部２２４により利用者に添付ファイル
の入替えを促すことができる。
【０１１２】
〔第４の実施の形態〕
【０１１３】
　この第４の実施の形態について、図２７及び図２８を参照する。図２７はメール送信処
理手順の一例を示すフローチャート、図２８は添付ファイルの履歴管理処理手順の一例を
示すフローチャートである。尚、図２７及び図２８に示す処理手順は一例であって、斯か
る構成に本発明が限定されるものではない。
【０１１４】
　この第４の実施の形態では、メールアドレスをメール作成中又はメール作成後に入力す
る例である。そこで、図２７に示すメール送信処理手順では、メール作成画面を表示する
（ステップＳ２０１）。メール作成画面１９２は、電話帳表示画面１８４とは独立して表
示されるので、メール作成画面１９２の表示直後では空欄の宛先表示欄１９４が表示され
る。そこで、この作成画面では、入力部９２のキー操作又はタッチ操作を受け付けて、メ
ールの題名入力及びメール文の入力のほか、宛先入力を行う。添付ファイル履歴管理処理
（ステップＳ２０２）では、保存ファイルをメールに添付する処理を行う。そしてメール
を送信する（ステップＳ２０３）。
【０１１５】
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　図２８に示す添付ファイルの履歴管理処理手順は添付ファイル履歴管理処理（ステップ
Ｓ２０２）のサブルーチンの処理である。この添付ファイルの履歴管理処理手順では、添
付ファイル編集画面表示（ステップＳ２２１）と、保存ファイル利用の選択（ステップＳ
２２２）と、添付ファイルＩＤ１１０の記録（ステップＳ２２３）と、編集終了の選択（
ステップＳ２２４）を行う。ステップＳ２２１からステップＳ２２４は、第２の実施の形
態及び第３の実施の形態の添付ファイル履歴管理処理（ステップＳ１２１からステップＳ
１２４）と同様であるのでその説明を省略する。
【０１１６】
　編集を終了すると（ステップＳ２２４のＹｅｓ）、メールアドレスが入力済みかを判断
し（ステップＳ２２５）、入力済でない場合（ステップＳ２２５のＮｏ）、メールアドレ
スが入力されるまでメールアドレスの入力を促す（ステップＳ２２６）。メールアドレス
入力の催促は、例えば、表示部８４にメールアドレスが入力されていないことを表す表示
を表示し、メールアドレスが入力されていないことを表す音声や、警告音を発生し、又は
、表示と音の組み合わせ等により行う。
【０１１７】
　メールアドレスが入力済みであれば（ステップＳ２２５のＹｅｓ）、送信先のメールア
ドレスから、送信先のメールアドレスの管理番号１０４を検索し（ステップＳ２２７）、
利用するファイルの添付ファイルＩＤ１１０の記録と、送信先の管理番号１０４から添付
ファイルの履歴確認を行う（ステップＳ２２８）。ステップＳ２２７及びステップＳ２２
８は、第２の実施の形態及び第３の実施の形態の添付ファイル履歴管理処理（ステップＳ
１２５及びステップＳ１２６）と同様であるのでその説明を省略する。
【０１１８】
　その他の構成及び処理は第２の実施の形態又は第３の実施の形態と同様であるのでその
説明を省略する。メール作成中又はメール作成後にメールアドレスを入力するので、送信
先のメールアドレスが電話帳テーブル１１２に記憶されていない場合であってもメール作
成が可能である。
【０１１９】
〔第５の実施の形態〕
【０１２０】
　この第５の実施の形態について、図２９、図３０及び図３１を参照する。図２９は、電
話帳データテーブルの一例を示す図、図３０は添付ファイル履歴テーブルの一例を示す図
、図３１は電話帳データテーブルの一例を示す図である。尚、図２９、図３０及び図３１
に示す構成は一例であって、斯かる構成に本発明が限定されるものではない。図６と同一
部分には同一符号を付してある。
【０１２１】
　この第５の実施の形態では、添付ファイルＩＤ１１０を格納するテーブルを設定する。
また、添付ファイルＩＤ１１０として、通し番号を用いる。そこで、携帯電話機５０のデ
ータ記憶部７７には、電話帳データテーブル２５２と、添付ファイル履歴テーブル２５４
を設定する。
【０１２２】
　図２９に示す電話帳データテーブル２５２では、メールアドレス管理番号２５６と、電
話番号２５８と、メールアドレス２６０が格納される。メールアドレス管理番号２５６は
、電話番号２５８及びメールアドレス２６０を管理する番号であって、電話番号２５８及
びメールアドレス２６０に関連付けられる。メールアドレス管理番号２５６には、例えば
データ記憶部７７のメモリ番号が割り当てられる。電話番号２５８には、メールアドレス
管理番号２５６により識別される人物の電話番号が格納される。メールアドレス２６０に
は、メールアドレス管理番号２５６により識別される人物のメールアドレスが格納される
。メールアドレス管理番号２５６により識別される人物が複数の電話番号又はメールアド
レスを所有する場合、電話番号２５８又はメールアドレス２６０には、複数の電話番号又
はメールアドレスが格納される。例えば、図２９に示す電話帳データテーブル２５２では
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、２つのメールアドレスとして「メールアドレス１：ddd@ope1.co.ne.jp 」及び「メール
アドレス２：zzz@ope2.co.ne.jp 」が格納される。尚、メールアドレス２６０は、アドレ
ス情報１０８の一例である。
【０１２３】
　図３０に示す添付ファイル履歴テーブル２５４はファイルの履歴を格納する履歴テーブ
ルの一例である。添付ファイル履歴テーブル２５４は添付ファイルの履歴として、添付フ
ァイルＩＤ１１０と、入手メールアドレス管理番号２６２を格納する。入手メールアドレ
ス管理番号２６２は、添付ファイルＩＤ１１０を管理し、添付ファイルＩＤ１１０と電話
帳データテーブル２５２のデータを関連付けるための管理番号である。入手メールアドレ
ス管理番号２６２は、添付ファイルの提供者のメールアドレスをもとにして、このメール
アドレスに関連付けられているメールアドレス管理番号２５６と同じにする。即ち、電話
帳データテーブル２５２には、入手メールアドレス管理番号２６２に対応するメールアド
レス管理番号２５６が存在し、このメールアドレス管理番号２５６は添付ファイルの提供
者のメールアドレスに関係づけられている。
【０１２４】
　添付ファイルＩＤ１１０は、添付ファイルを識別するための情報であって、各添付ファ
イルに関係付けて付加され、各添付ファイルの特定に利用される。添付ファイルＩＤ１１
０は、例えば、添付ファイルを受信した順番に０又は１から始まる通し番号とすることが
できる。
【０１２５】
　添付ファイルを保存する場合、例えば図１３に示す添付ファイル保存処理手順を実行す
る。メールアドレスの管理番号と受信メールアドレスを登録する（ステップＳ４５）際、
メールアドレスの管理番号２６４とメールアドレス２６６が電話帳データテーブル２５２
に追加される。例えば、図２９に示す電話帳データテーブル２５２に、新たにメールアド
レスの管理番号２６４とメールアドレス２６６として「メールアドレス２：abc@ope3.co.
ne.jp 」を追加して、図３１に示す電話帳データテーブル２５２にする。
【０１２６】
　その他の構成は、第２の実施の形態、第３の実施の形態又は第４の実施の形態と同様で
あるので、その説明を省略する。
【０１２７】
　次にファイル管理処理について図３２及び図３３を参照する。図３２は添付ファイルの
保存処理手順の一例を示すフローチャート、図３３は添付ファイルの履歴記録処理手順の
一例を示すフローチャートである。尚、図３２及び図３３に示す処理手順は一例であって
、斯かる手順に本発明が限定されるものではない。
【０１２８】
　(1) メールの受信処理
【０１２９】
　このメールの受信処理は、ファイルの保存処理を含み、例えば図１２に示すメール受信
処理手順を実行する。そして、添付ファイル保存処理（ステップＳ３３）として、図３２
に示す添付ファイルの保存処理手順を実行する。図３２に示す添付ファイルの保存処理手
順は、添付ファイル保存処理（ステップＳ３３）のサブルーチンの処理である。この添付
ファイルの保存処理手順では、添付ファイルＩＤ１１０として、例えば通し番号を生成し
（ステップＳ２４１）、受信メールのアドレスをもとにメールアドレス管理番号２５６を
検索する（ステップＳ２４２）。また、データ記憶部７７に添付ファイルの保存を行うと
ともに（ステップＳ２４３）、添付ファイル履歴記録を行う（ステップＳ２４４）。
【０１３０】
　図３３に示す添付ファイルの履歴記録処理手順は、添付ファイル履歴記録処理（ステッ
プＳ２４４）のサブルーチンの処理である。この添付ファイルの履歴記録処理手順では、
生成した添付ファイルＩＤ１１０を添付ファイル履歴テーブル２５４に記録し（ステップ
Ｓ２６１）、入手メールアドレス管理番号２６２を添付ファイル履歴テーブル２５４に記
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録する（ステップＳ２６２）。このとき、生成した添付ファイルＩＤ１１０に対応して入
手メールアドレス管理番号２６２を記録するので、生成した添付ファイルＩＤ１１０と入
手メールアドレス管理番号２６２が関連付けられる。また、入手メールアドレス管理番号
２６２は検索されたメールアドレス管理番号２５６に対応するので、添付ファイルＩＤ１
１０、入手メールアドレス管理番号２６２及び受信メールのアドレスのメールアドレス管
理番号２５６が関連付けられる。添付ファイルを特定すると、関連付けられた添付ファイ
ルＩＤ１１０を介してメールアドレス管理番号２５６及びメールアドレス２６０が特定で
きる。これにより、添付ファイルをメールで送信する際に、メール供給先のメールアドレ
スと、添付ファイルの提供者のメールアドレス２６０の一致又は不一致を確認することが
できる。
【０１３１】
　その他の処理は、第２の実施の形態、第３の実施の形態又は第４の実施の形態と同様で
あるのでその説明を省略する。
【０１３２】
〔第６の実施の形態〕
【０１３３】
　第６の実施の形態について、図３４及び図３５を参照する。図３４は管理テーブルの一
例を示す図、図３５は装飾メールファイル利用ＩＤテーブルの一例を示す図である。尚、
図３４及び図３５に示すテーブルは一例であって、斯かる構成に本発明が限定されるもの
ではない。図６と同一部分には同一符号を付してある。
【０１３４】
　第６の実施の形態では、絵文字や装飾ピクチャ等のメールを装飾するためのファイル（
装飾メールファイル）を利用する例である。装飾メールファイルは、添付ファイルの一例
であり、例えばメールに添付されることで、メールの内容（コンテンツ）として機能する
。データ記憶部７７（図５）には、管理テーブル５０２及び装飾メールファイル利用ＩＤ
テーブル５０３が形成される。図３４に示す管理テーブル５０２は、管理番号１０４と、
人物情報１０６と、アドレス情報１０８と、装飾メールファイルＩＤ５１０を含む。尚、
装飾メールファイルＩＤ５１０は、電話帳テーブル１１２に付加される。
【０１３５】
　装飾メールファイルＩＤ５１０は、添付ファイルＩＤ１１０の一例であって、装飾メー
ルファイルを識別するための情報である。装飾メールファイルＩＤ５１０は各装飾メール
ファイルに関係付けて付加され、各装飾メールファイルの特定に利用される。例えば、図
３４に示す絵文字５１６Ａには装飾メールファイルＩＤ５１０として文字列「dog1」が関
連付けられ、絵文字５１６Ｂには文字列「dog2」が関連付けられる。絵文字５１６Ａ、５
１６Ｂは、文を構成する文字と同一又はほぼ同一の大きさを有するインライン画像である
。絵文字５１６Ａ、５１６Ｂは、例えば、縦方向が２０ドット、横方向が２０ドットの画
像サイズを有し、ＧＩＦ（Graphics Interchange Format ）形式又はＪＰＥＧ（Joint Ph
otographic Experts Group）形式等の画像形式に準拠する。絵文字５１６Ａ、５１６Ｂは
、例えば文字列上に配置してその画像表示により、物や感情等を表現し、メールの内容（
コンテンツ）を構成する。例えば、絵文字５１６Ａ、５１６Ｂは、使用により意味「犬」
を表現する。装飾メールファイルＩＤ５１０には、例えば装飾メールファイルのファイル
名又は日付時刻情報から生成される数字又は文字を利用することができる。
【０１３６】
　図３５に示す装飾メールファイル利用ＩＤテーブル５０３は、添付ファイル利用ＩＤテ
ーブル１０３の一例であり、装飾メールファイルＩＤ５１８を記録する。装飾メールファ
イルＩＤ５１８は添付ファイルＩＤ１１８の一例であり、例えば、装飾メールに添付され
て利用されるファイルの装飾メールファイルＩＤである。
【０１３７】
　その他の構成は第２の実施の形態と同様であるのでその説明を省略する。
【０１３８】
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　装飾メールファイルは、例えばＧＩＦ形式又はＪＰＥＧ形式等の画像ファイルで作成さ
れ、装飾メールに添付される。そこで、装飾メールには、図９に示すメールフォーマット
を利用することが可能であり、第２の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する
。図９に示すメールフォーマットを利用すると、装飾メールファイルを既述の添付ファイ
ルとして添付して装飾メールとして送信することができる。
【０１３９】
　次にファイル管理処理について図３６ないし図４２を参照する。図３６はメール受信処
理手順の一例を示すフローチャート、図３７は装飾メール保存処理手順の一例を示すフロ
ーチャート、図３８は装飾メールファイルＩＤ生成処理手順の一例を示すフローチャート
である。図３９は、表示画面の一例を示す図、図４０はメール送信処理手順の一例を示す
フローチャート、図４１は装飾メールファイルの履歴管理処理手順の一例を示すフローチ
ャート、図４２は装飾メールファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。尚、図３６ないし図４２に示す構成又は処理手順は一例であって、斯かる処理手順
に本発明が限定されるものではない。図１５Ａ、図１５Ｂ又は図１５Ｃと同一部分には同
一符号を付してある。このファイル管理処理は本開示のファイル管理方法及びファイル管
理プログラムの一例であって、図３６ないし図４２に示すメール管理処理では、メール受
信処理と、メール送信処理を含む。
【０１４０】
　(1) メール受信処理
【０１４１】
　このメール受信処理は、ファイルの保存処理を含む。携帯電話機５０がメールサーバか
らメール受信通知を受けた際に、プロセッサ７２がプログラム記憶部７６に格納されてい
るプログラムを実行して、このメール受信処理が実行される。装飾メールファイルが添付
されたメールを受信すると、装飾メールファイルの受信がメール送受信部５６からファイ
ル保存履歴管理部５８に通知される。ファイル保存履歴管理部５８は、受信したメールの
メールアドレスに対応する管理番号１０４を記録部７４に問い合わせる。
【０１４２】
　受信した装飾メールファイルを保存する場合、ファイル保存履歴管理部５８では、装飾
メールファイルＩＤ５１０を生成して、装飾メールファイルを記憶部７４のデータ記憶部
７７に形成される種別フォルダに保存する。種別フォルダは、メールの利用者が選択する
ことも可能である。受信したメールの受信先、即ち、メールの提供元のメールアドレスと
装飾メールファイルとを対応させて関係づけるため、ファイル保存履歴管理部５８のファ
イル履歴記録機能により装飾メールファイルＩＤ５１０を格納する。
【０１４３】
　図３６に示すメール受信処理では、メール受信でない場合（ステップＳ３３１のＮｏ）
、メール受信を待機し、メールを受信すると（ステップＳ３３１のＹｅｓ）、装飾メール
ファイルが添付されている装飾メールか否かを判断する（ステップＳ３３２）。装飾メー
ルでない場合（ステップＳ３３２のＮｏ）、メールを保存して（ステップＳ３３４）、処
理を終了する。装飾メールである場合（ステップＳ３３２のＹｅｓ）、装飾メール保存処
理後（ステップＳ３３３）、メールを保存して（ステップＳ３３４）、メール受信処理を
終了する。
【０１４４】
　図３７に示す装飾メールの保存処理手順は、装飾メール保存処理（ステップＳ３３３）
のサブルーチンの処理である。この装飾メール保存処理手順では、装飾メールファイルＩ
Ｄ５１０を生成し（ステップＳ３４１）、受信メールのメールアドレスをもとにメールア
ドレスの管理番号１０４を検索する（ステップＳ３４２）。受信メールのメールアドレス
と一致するアドレスが管理テーブル５０２のアドレス情報１０８に格納されているかを検
索することで、一致するアドレスの管理番号１０４を検索する。受信メールのメールアド
レスの登録が管理テーブル５０２にない場合（ステップＳ３４３のＮｏ）、メールアドレ
スの管理番号１０４を生成する（ステップＳ３４４）。管理テーブル５０２に生成した管
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理番号１０４と受信メールのメールアドレスを登録して（ステップＳ３４５）、管理テー
ブル５０２で受信メールのメールアドレスを管理する。
【０１４５】
　また、記憶部７４のデータ記憶部７７に装飾メールファイルを保存して（ステップＳ３
４６）、装飾メールファイルの履歴記録を行う（ステップＳ３４７）。受信メールのメー
ルアドレスを検索した結果、受信メールのメールアドレスの登録がある場合（ステップＳ
３４３のＹｅｓ）、既存のメールアドレスに関連づけて装飾メールファイルの保存（ステ
ップＳ３４６）及び装飾メールファイルの履歴記録（ステップＳ３４７）を行う。装飾メ
ールファイルの履歴記録処理では、生成した装飾メールファイルＩＤ５１０を装飾メール
ファイルのＩＤとして受信メールの提供元のメールアドレスに対応する管理番号１０４に
対応させて記録する。これにより、提供元のメールアドレスと装飾メールファイルＩＤが
対応付けられる。
【０１４６】
　図３８に示す装飾メールファイルＩＤの生成処理手順は、装飾メールファイルＩＤ生成
処理（ステップＳ３４１）のサブルーチンの処理である。図３８に示す装飾メールファイ
ルＩＤの生成処理手順では、メール添付の装飾メールファイルのファイル名を抽出し（ス
テップＳ３５１）、同一ファイル名の有り又は無しを判断する（ステップＳ３５２）。装
飾メールファイルと同一ファイル名のファイルがデータ記憶部７７にない場合（ステップ
Ｓ３５２のＮｏ）、装飾メールファイルのファイル名を装飾メールファイルＩＤ５１０に
する（ステップＳ３５３）。装飾メールファイルと同一ファイル名のファイルがある場合
（ステップＳ３５２のＹｅｓ）、ファイル名を装飾メールファイルＩＤにすると、同一の
装飾メールファイルＩＤが複数になるので、日付時刻情報を装飾メールファイルＩＤにす
る（ステップＳ３５４）。このようにして、装飾メールファイルＩＤ５１０を生成する。
【０１４７】
　このようにして、受信したメールに添付された装飾メールファイルを履歴の記録と共に
記憶するので、装飾メールファイルと、受信メールの提供元のメールアドレスと、管理番
号の関連付けがされる。装飾メールファイルの保存により、装飾メールファイルをデータ
記憶部７７から読み出して使用することが可能になり、また、装飾メールファイルの履歴
記録により、装飾メールファイルの提供元の特定が可能になる。
【０１４８】
　(2) メールの作成及び送信処理
【０１４９】
　このメールの作成及び送信処理手順は、ファイルの供給先と提供元の一致確認処理を含
む。このメール作成送信処理手順では、携帯電話機５０が電子メールを作成してサーバを
介して供給先へ供給する。プロセッサ７２がプログラム記憶部７６に格納されているプロ
グラムを実行することにより、このメール送信処理手順が実行される。この実施の形態で
は、携帯電話機５０の表示部８４に電話帳を表示して、この表示画面から装飾メール編集
を選択して装飾メール編集作業を開始する。図３９Ａに示す電話帳表示画面では、電話帳
表示画面５２２のサブメニュー５２４として、例えば、「１．メール編集」と「２．装飾
メール編集」が表示される。入力部９２（図８）のカーソルキー１３２又は決定キー１３
４を操作して「１．メール編集」を選択すると、「Ａさん」を宛先とする通常メールの編
集へ移行し、「２．装飾メール編集」を選択すると、装飾メールの編集へ移行する。尚、
装飾メールは、メールが文書部１４６及び添付ファイル部１４８を含み、メールが添付フ
ァイルにより装飾されたメールである。
【０１５０】
　装飾メール編集が選択されると、ファイル保存履歴管理部５８は、メール作成画面１９
２を表示し、電話帳テーブル１１２に名前「Ａさん」の人物情報１０６に対応する管理番
号１０４を問い合わせる。その他の構成は第２の実施の形態のステータス表示領域１８２
、電話帳表示画面１８４及びガイド表示領域１８６と同様であるのでその説明を省略する
。
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【０１５１】
　図３９Ｂに示すステータス表示領域１８２、メール作成画面１９２及びガイド表示領域
１８６は、第２の実施の形態と同様であるのでその説明を省略する。
【０１５２】
　メールに装飾メールファイルを添付する場合、例えば、図３９Ｃに示す装飾メール編集
画面５２６を表示する。図３９Ｃに示す装飾メール編集画面５２６は、ファイルの編集を
行うためのファイル編集画面の一例である。装飾メール編集画面５２６では、メールに添
付する装飾メールファイルの候補が表示される。メールに添付する装飾メールファイルは
、カーソルキー１３２（図８）を操作してカーソル２０８を移動させ、決定キー１３４（
図８）の操作により決定される。ガイド表示領域１８６には、表示画面を前の表示画面に
戻すことを表す戻る表示２１０がカーソルキー１３２に対応して表示される。戻る表示２
１０に対応するカーソルキー１３２の操作により、表示画面が装飾メール編集画面５２６
からメール作成画面１９２に戻される。本文の入力及びファイルの添付等によりメールの
編集を行うと、例えば、図１１に示すメール表示画面１６２等のメール表示画面が得られ
る。
【０１５３】
　装飾メールの編集中に種別フォルダに保存している装飾画像が利用されると、ファイル
保存履歴管理部５８のファイル履歴確認機能により、メールの宛先である供給者「Ａさん
」と装飾メールファイルの提供元の比較を行う。供給者と装飾メールファイルの入手先、
即ち添付ファイルの提供元が一致した場合、入手先が一致することを例えば表示部８４へ
表示して、入手先の一致を告知する。
【０１５４】
　図１６に示す告知表示画面２１２では、入手先の一致の告知表示として、「送信するア
ドレスから送られたコンテンツが含まれています。」を表示して、入手先が一致すること
即ち、宛先と提供元が一致したことを告知する。
【０１５５】
　そこで、図４０に示すメール送信処理手順では、電話帳でメールアドレスを選択して、
メール作成画面を表示する（ステップＳ４０１）。この作成画面では、入力部９２（図５
）のキー操作又はタッチ操作を受け付けて、メールの題名入力のほか、メール文の入力を
行う。装飾メールファイル履歴管理処理（ステップＳ４０２）では、メールに対する保存
ファイルの添付の他、装飾メールファイルの入手先一致を判断する。その後メールを送信
して（ステップＳ４０３）、メール送信処理を終了する。
【０１５６】
　図４１に示す装飾メールファイルの履歴管理処理手順は、装飾メールファイル履歴管理
処理（ステップＳ４０２）のサブルーチンの処理である。この装飾メールファイルの履歴
管理処理手順では、メール作成画面１９２を切替えて、装飾メール編集画面５２６を表示
する（ステップＳ４２１）。装飾メール編集画面表示中には、種別フォルダの保存ファイ
ル利用が可能である。保存ファイルを利用する場合（ステップＳ４２２のＹｅｓ）、利用
するファイルの装飾メールファイルＩＤ５１８を装飾メールファイル利用ＩＤテーブル５
０３に記録する（ステップＳ４２３）。保存ファイルを利用しない場合（ステップＳ４２
２のＮｏ）、装飾メールファイルＩＤ５１８の記録は行われない。装飾メール編集画面表
示中の保存ファイル利用及び装飾メールファイルＩＤ５１８の記録は、編集終了まで繰り
返す（ステップＳ４２４のＮｏ）。編集を終了する場合（ステップＳ４２４のＹｅｓ）、
送信先のメールアドレスから、送信先メールアドレスの管理番号１０４を検索し（ステッ
プＳ４２５）、利用するファイルの装飾メールファイルＩＤ５１８と、送信先メールアド
レスの管理番号１０４から装飾メールファイルの履歴確認を行う（ステップＳ４２６）。
【０１５７】
　図４２に示す装飾メールファイルの履歴確認処理手順は、装飾メールファイル履歴確認
処理（ステップＳ４２６）のサブルーチンの処理である。この装飾メールファイルの履歴
確認処理手順では、装飾メールファイルの入手先検索を行う（ステップＳ４４１）。この
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入手先検索では、装飾メールファイルＩＤ５１８の特定と、装飾メールファイルの履歴記
録から装飾メールファイルの提供元及び入手メールアドレスの管理番号が特定される。そ
して、送信先メールアドレスの管理番号１０４と、入手メールアドレスの管理番号を比較
し（ステップＳ４４２）、送信先メールアドレスの管理番号と入手メールアドレスの管理
番号が一致する場合、入手先一致と判断する（ステップＳ４４３のＹｅｓ）。このとき、
例えば図１６に示す告知表示画面２１２により入手先が一致した旨を表示して（ステップ
Ｓ４４４）、入手先が一致すること又は送信先と入手先が一致したことを告知する。送信
先メールアドレスの管理番号と入手メールアドレスの管理番号が一致しない場合、入手先
不一致と判断し（ステップＳ４４３のＮｏ）、装飾メールファイル履歴確認処理を終了し
てメール送信処理（ステップＳ４０３）に移行する。
【０１５８】
　装飾メールファイル履歴管理処理により、メールを送信する前に装飾メールファイルの
提供元が送信先に含まれるか否かの確認が可能であり、装飾メールファイルの提供元に対
して装飾メールファイルを送信することを予防できる。
【０１５９】
〔第７の実施の形態〕
【０１６０】
　この第７の実施の形態は、装飾メールファイルの置替え機能により画像の置換えを行う
例である。第７の実施の形態は、ファイル画像類似検索部２２２（図２０）及びファイル
置換え部２２４（図２０）を備え、第３の実施の形態と同様であるのでその説明を省略す
る。ファイル置換え部２２４は、例えば、メールに添付されている装飾メールファイルを
、ファイル画像類似検索部２２２が検出した類似する画像ファイルに置き換える。
【０１６１】
　次にファイル管理処理手順について図４３及び図４４を参照する。図４３は装飾メール
ファイルの履歴確認処理手順の一例を示すフローチャート、図４４は装飾メールファイル
の置換え処理手順の一例を示すフローチャートである。尚、図４３及び図４４に示す処理
手順は一例であって、斯かる処理手順に本発明が限定されるものではない。このファイル
管理処理は本開示のファイル管理方法及びファイル管理プログラムの一例である。
【０１６２】
　(1) メールの受信処理
【０１６３】
　メールの受信処理は第６の実施の形態と同様であるので、その説明を省略する。メール
の受信処理では、装飾メールファイルとして画像の装飾メールファイルを受信する。
【０１６４】
　(2) メールの作成及び送信処理
【０１６５】
　メールの作成及び送信処理は、メール送信処理手順（図４０）と、装飾メールファイル
履歴管理処理手順（図４１）を含み、第６の実施の形態と同様であるのでその説明を省略
する。送信先と装飾メールファイルの入手先が一致した場合、例えば、図２１に示す告知
表示画面２２６を表示部８４（図８）に表示して、入手先が一致することを告知する。
【０１６６】
　図２１に示す告知表示画面２２６では、入手先の一致を表す告知として、例えば、「送
信するアドレスから送られたコンテンツが含まれています。」を表示して、入手先が一致
すること又は送信先と入手先が一致したことを告知する。そして、装飾メールファイルの
置き換えを促すため、例えば、「類似した画像に置き換えますか？」を表示し、「はい」
を表す選択表示２２８と「いいえ」を表す選択表示２３０を表示部８４に表示する。選択
表示２２８が選択されると、ファイル置換え部２２４のファイル置換え機能が起動される
。ファイル置換え機能では、装飾メールファイルに含まれる画像を抽出する。そして、フ
ァイル置換え機能により装飾メールファイルに含まれる画像と、記憶部７４に記録してい
るファイルの画像との比較を実行し、置換え対象の装飾メールファイルに含まれる置き換
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え対象画像に対し、最も類似度が高い画像を置換え画像として記録する。尚、最も類似度
が高いか否かの判断は、少なくとも情報処理装置２の演算処理による類似度判断が関与し
ていれば足りる。例えば、人間の観念に基づく判断等、別の判断手法に基づくと類似して
いない画像であっても、演算処理による類似度判断が関与して最も類似度が高い画像と判
断していれば、最も類似度が高い画像として取り扱われる。
【０１６７】
　図２２に示す置換え候補表示画面２３２では、置換え候補表示画面２３２の上方に置換
え対象の装飾メールファイルに含まれる置換え対象画像２３４を表示し、その下方に置換
え対象画像２３４に対して最も類似度が高い置換え画像２３６を表示する。また、置換え
候補表示画面２３２には、置換えを確認するため、例えば、「置換しますか？」を表示す
る。置換を選択すると、ファイル置換え機能により、例えば、図２３Ａに示すメール表示
画面１６２が図２３Ｂに示すメール表示画面２３８に置換され、装飾メールファイルの画
像が置換え対象画像２３４から置換え画像２３６に入れ替えられる。
【０１６８】
　そこで、装飾メールファイル履歴確認処理（ステップＳ４２６）として、例えば図４３
に示す装飾メールファイルの履歴確認処理手順を実行する。この装飾メールファイルの履
歴確認処理手順は、装飾メールファイル履歴確認処理（ステップＳ４２６）のサブルーチ
ンの処理である。この装飾メールファイルの履歴確認処理手順では、装飾メールファイル
の入手先検索を行い（ステップＳ４６１）、送信先メールアドレスの管理番号１０４と、
入手メールアドレスの管理番号１０４を比較し（ステップＳ４６２）、入手先一致を判断
する（ステップＳ４６３）。ステップＳ４６１からステップＳ４６３の処理は、第６の実
施の形態のステップＳ４４１からステップＳ４４３と同様であるのでその説明を省略する
。
【０１６９】
　入手先一致と判断すると（ステップＳ４６３のＹｅｓ）、例えば図２１に示す告知表示
画面２２６により、表示画面入手先が一致した旨を表示して（ステップＳ４６４）告知す
る。また、装飾メールファイルの置き換えを促す表示とともに選択表示２２８及び選択表
示２３０を表示して、装飾メールファイルの置き換えを促す。置き換えを行わない旨の選
択表示２３０が選択されると（ステップＳ４６５のＮｏ）、装飾メールファイルの履歴確
認処理を終了してメール送信処理（ステップＳ４０３）へ移行する。また、置き換えを行
う旨の選択表示２２８が選択されると（ステップＳ４６５のＹｅｓ）、装飾メールファイ
ル置換え処理を行う（ステップＳ４６６）。
【０１７０】
　図４４に示す装飾メールファイルの置換え処理手順は、装飾メールファイル置換え処理
（ステップＳ４６６）のサブルーチンの処理である。この装飾メールファイルの置換え処
理手順では、置換え対象の装飾メールファイルの処理Ｆ３１と、携帯電話機５０に保存し
てある装飾メールファイルの処理Ｆ３２と、類似度数の高いファイルを記憶する処理Ｆ３
３を含む。処理Ｆ３２及び処理Ｆ３３を繰り返すことで、携帯電話機５０に保存している
全ての装飾メールファイルに対して処理Ｆ３２及び処理Ｆ３３を行い、最も類似度数の高
い装飾メールファイルを検索する。
【０１７１】
　処理Ｆ３１では、置換え対象の装飾メールファイルのbase64エンコード文字列をデコー
ド（復号）し（ステップＳ４８１）、base64エンコード文字列をBase64の変換形式に従っ
て画像に変換する。装飾メールファイルのデコードにより得られたデコード画像は「比較
画像ファイル１」として記録される（ステップＳ４８２）。記録した、「比較画像ファイ
ル１」は、画像の比較に用いられる。
【０１７２】
　処理Ｆ３２では、携帯電話機５０に保存してある装飾メールファイルのbase64エンコー
ド文字列をデコードし（ステップＳ４８３）、base64エンコード文字列をBase64の変換形
式に従って画像に変換する。そして、保存してある装飾メールファイルに関連付けされて
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いる入手先のメールアドレスの管理番号が置換え対象の装飾メールファイルの管理番号と
一致するかを判断する。入手先のメールアドレスの管理番号が置換え対象の装飾メールフ
ァイルの管理番号と一致する場合は、保存してある装飾メールファイルのデコードを繰り
返す（ステップＳ４８４のＹｅｓ）。一致しない場合には（ステップＳ４８４のＮｏ）、
保存してある装飾メールファイルのデコード画像を「比較画像ファイル２」として記録す
る（ステップＳ４８５）。
【０１７３】
　処理Ｆ３３では、「比較画像ファイル１」及び「比較画像ファイル２」を対象として、
比較画像ファイルの類似度判定をファイル画像類似検索部２２２により行う（ステップＳ
４８６）。そして類似度が高くなった場合（ステップＳ４８７のＹｅｓ）、類似の度数が
一番高い装飾メールファイルを置換え画像として記憶する（ステップＳ４８８）。類似度
が高くなっていない場合（ステップＳ４８７のＮｏ）、類似の度数が一番高い装飾メール
ファイルではないので、画像として記憶しない。処理Ｆ３２及び処理Ｆ３３は全ファイル
を確認するまで繰り返す（ステップＳ４８９のＮｏ）。即ち、携帯電話機５０に保存して
ある全装飾メールファイルを確認するまで繰り返す。そこで、類似度が高くなったかの判
断は、第１回目の装飾メールファイルの類似度判定では、類似度が高くなったと判断し、
第２回目の装飾メールファイルの類似度判定以降は、前回までの判定で類似度数が一番高
い装飾メールファイルとの比較により判断する。そして、全ファイルの確認を行えば（ス
テップＳ４８９のＹｅｓ）、置換え対象の装飾メールファイルに対し、最も類似度数の高
い装飾メールファイルを置換え画像として記憶することができる。
【０１７４】
　図４３に示す装飾メールファイル履歴確認処理手順では、装飾メールファイル置換え処
理で得た最も類似度数の高い装飾メールファイルを、置換え対象装飾メールファイルに対
する置換え候補の装飾メールファイルとして表示する（ステップＳ４６７）。置換え候補
装飾メールファイルは、例えば、図２２に示す置換え候補表示画面２３２として表示する
。そして、入替え承認がされると（ステップＳ４６８のＹｅｓ）、置換え対象装飾メール
ファイルを置換え候補装飾メールファイルに入替え（ステップＳ４６９）、装飾メールフ
ァイル履歴確認処理及び添付ファイル履歴管理処理を終了する。入替え承認がされない場
合（ステップＳ４６８のＮｏ）、ファイルの入替えを行わずに、装飾メールファイル履歴
確認処理及び装飾メールファイル履歴管理処理を終了し、メール送信処理（ステップＳ４
０３）へ移行する。このようにして、メールに添付する装飾メールファイルの入手先が一
致する場合に、類似度が高い装飾メールファイルを自動で検索して入替え承認を介して装
飾メールファイルを置換えることができるので、画像の置換えが容易である。
【０１７５】
　携帯電話機５０のファイル保存履歴管理部５８の機能により、装飾メールファイルを保
存する時に装飾メールファイルＩＤ５１０を生成し、電話帳テーブル１１２と関連付けて
格納する。装飾メールファイルを再度利用する時には、ファイル保存履歴管理部５８とフ
ァイル置換え部２２４の機能により、装飾メールファイル入手先を表す提供元情報とメー
ル送信先を表す供給先情報との一致又は不一致を確認する。提供元情報と供給先情報が一
致して、装飾メールファイル入手先とメール送信先が同一の場合に、ファイル置換え部２
２４により利用者に装飾メールファイルの入替えを促すことができる。
【０１７６】
〔第８の実施の形態〕
【０１７７】
　この第８の実施の形態について、図４５及び図４６を参照する。図４５はメール送信処
理手順の一例を示すフローチャート、図４６は装飾メールファイルの履歴管理処理手順の
一例を示すフローチャートである。尚、図４５及び図４６に示す処理手順は一例であって
、斯かる処理手順に本発明が限定されるものではない。
【０１７８】
　この第８の実施の形態では、メールアドレスをメール作成中又はメール作成後に入力す
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る。そこで、図４５に示すメール送信処理手順では、メール作成画面を表示する（ステッ
プＳ５０１）。メール作成画面１９２（図３９Ｂ）は、電話帳表示画面１８４（図３９Ａ
）とは独立して表示されるので、メール作成画面１９２の表示直後では空欄の宛先表示欄
１９４が表示される。そこで、この作成画面では、入力部９２のキー操作又はタッチ操作
を受け付けて、メールの題名入力及びメール文の入力のほか、宛先入力を行う。装飾メー
ルファイル履歴管理処理（ステップＳ５０２）では、メールに装飾メールファイルを添付
する処理を行う。そしてメールを送信する（ステップＳ５０３）。
【０１７９】
　図４６に示す装飾メールファイルの履歴管理処理手順は装飾メールファイル履歴管理処
理（ステップＳ５０２）のサブルーチンの処理である。この装飾メールファイルの履歴管
理処理手順では、装飾メール編集画面表示（ステップＳ５２１）と、保存ファイル利用の
選択（ステップＳ５２２）と、装飾メールファイルＩＤ５１８の記録（ステップＳ５２３
）と、編集終了の選択（ステップＳ５２４）を行う。ステップＳ５２１からステップＳ５
２４は、第６の実施の形態及び第７の実施の形態の装飾メールファイル履歴管理処理（ス
テップＳ４２１からステップＳ４２４）と同様であるのでその説明を省略する。
【０１８０】
　編集を終了すると（ステップＳ５２４のＹｅｓ）、メールアドレスが入力済みかを判断
し（ステップＳ５２５）、入力済みでない場合（ステップＳ５２５のＮｏ）、メールアド
レスが入力されるまでメールアドレスの入力を促す（ステップＳ５２６）。メールアドレ
ス入力の催促は、例えば、表示部８４にメールアドレスが入力されていないことを表す表
示を表示し、メールアドレスが入力されていないことを表す音声や、警告音を発生し、又
は、表示と音の組み合わせ等により行う。
【０１８１】
　メールアドレスが入力済みであれば（ステップＳ５２５のＹｅｓ）、送信先のメールア
ドレスから、送信先のメールアドレスの管理番号１０４を検索し（ステップＳ５２７）、
利用するファイルの装飾メールファイルＩＤ５１０の記録と、送信先の管理番号１０４か
ら装飾メールファイルの履歴確認を行う（ステップＳ５２８）。ステップＳ５２７及びス
テップＳ５２８は、第６の実施の形態及び第７の実施の形態の装飾メールファイル履歴管
理処理（ステップＳ４２５及びステップＳ４２６）と同様であるのでその説明を省略する
。
【０１８２】
　その他の構成及び処理は第６の実施の形態又は第７の実施の形態と同様であるのでその
説明を省略する。メール作成中又はメール作成後にメールアドレスを入力するので、送信
先のメールアドレスが電話帳テーブル１１２に記憶されていない場合であっても装飾メー
ルの作成が可能である。
【０１８３】
〔第９の実施の形態〕
【０１８４】
　この第９の実施の形態について、図４７を参照する。図４７は装飾メールファイル履歴
テーブルの一例を示す図である。尚、図４７に示す構成は一例であって、斯かる構成に本
発明が限定されるものではない。図３０と同一部分には同一符号を付してある。
【０１８５】
　この第９の実施の形態では、携帯電話機５０のデータ記憶部７７に、例えば、電話帳デ
ータテーブル２５２（図２９）と、装飾メールファイル履歴テーブル５５４を設定する。
【０１８６】
　電話帳データテーブル２５２は、第５の実施の形態の電話帳データテーブル２５２と同
様であるのでその説明を省略する。
【０１８７】
　図４７に示す装飾メールファイル履歴テーブル５５４は、ファイルの履歴を格納する履
歴テーブルの一例である。装飾メールファイル履歴テーブル５５４は装飾メールファイル
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の履歴として、装飾メールファイルＩＤ５１０と、入手メールアドレス管理番号２６２を
格納する。電話帳データテーブル２５２には、入手メールアドレス管理番号２６２に対応
するメールアドレス管理番号２５６が存在し、このメールアドレス管理番号２５６は装飾
メールファイルの提供者のメールアドレスに関係づけている。
【０１８８】
　装飾メールファイルＩＤ５１０は、装飾メールファイルを識別するための情報であって
、各装飾メールファイルに関係付けて付加され、各装飾メールファイルの特定に利用され
る。装飾メールファイルＩＤ５１０は、例えば、装飾メールファイルを受信した順番に０
又は１から始まる通し番号とすることができる。
【０１８９】
　装飾メールファイルを保存する場合、例えば、図３７に示す装飾メール保存処理手順を
実行する。メールアドレスの管理番号と受信メールアドレスを登録する（ステップＳ３４
５）際、メールアドレスの管理番号２６４（図３１）とメールアドレス２６６（図３１）
が電話帳データテーブル２５２に追加される。
【０１９０】
　その他の構成は、第６の実施の形態、第７の実施の形態又は第８の実施の形態と同様で
あるので、その説明を省略する。
【０１９１】
　次にファイル管理処理について図４８及び図４９を参照する。図４８は装飾メール保存
処理手順の一例を示すフローチャート、図４９は装飾メールファイルの履歴記録処理手順
の一例を示すフローチャートである。尚、図４８及び図４９に示す処理手順は一例であっ
て、斯かる処理手順に本発明が限定されるものではない。
【０１９２】
　(1) メールの受信処理
【０１９３】
　このメールの受信処理は、ファイルの保存処理を含み、例えば図３６に示すメール受信
処理手順を実行する。そして、装飾メール保存処理（ステップＳ３３３）として、図４８
に示す装飾メール保存処理手順を実行する。図４８に示す装飾メール保存処理手順は、装
飾メール保存処理（ステップＳ３３３）のサブルーチンの処理である。この装飾メール保
存処理手順では、装飾メールファイルＩＤ５１０として、例えば通し番号を生成し（ステ
ップＳ５４１）、受信メールのアドレスをもとにメールアドレス管理番号２５６を検索す
る（ステップＳ５４２）。また、データ記憶部７７に装飾メールファイルの保存を行うと
ともに（ステップＳ５４３）、装飾メールファイル履歴記録を行う（ステップＳ５４４）
。
【０１９４】
　図４９に示す装飾メールファイルの履歴記録処理手順は、装飾メールファイル履歴記録
処理（ステップＳ５４４）のサブルーチンの処理である。この装飾メールファイルの履歴
記録処理手順では、生成した装飾メールファイルＩＤ５１０を装飾メールファイル履歴テ
ーブル５５４に記録し（ステップＳ５６１）、入手メールアドレス管理番号２６２を装飾
メールファイル履歴テーブル５５４に記録する（ステップＳ５６２）。このとき、生成し
た装飾メールファイルＩＤ５１０に対応して入手メールアドレス管理番号２６２を記録す
るので、生成した装飾メールファイルＩＤ５１０と入手メールアドレス管理番号２６２が
関連付けられる。また、入手メールアドレス管理番号２６２は検索されたメールアドレス
管理番号２５６に対応するので、装飾メールファイルＩＤ５１０、入手メールアドレス管
理番号２６２及び受信メールのアドレスのメールアドレス管理番号２５６が関連付けられ
る。装飾メールファイルを特定すると、関連付けられた装飾メールファイルＩＤ５１０を
介してメールアドレス管理番号２５６及びメールアドレス２６０が特定できる。これによ
り、装飾メールファイルをメールで送信する際に、メール供給先のメールアドレスと、装
飾メールファイルの提供者のメールアドレス２６０の一致又は不一致を確認することがで
きる。
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【０１９５】
　その他の処理は、第６の実施の形態、第７の実施の形態又は第８の実施の形態と同様で
あるのでその説明を省略する。
【０１９６】
　上記した実施の形態について、特徴事項、利点又は変形例等を列挙する。
【０１９７】
　(1) 携帯電話機等の情報処理装置によるメールの伝送には、例えば無線による通信ネッ
トワークが用いられるがこれに限定されるものではない。例えば、インターネット、固定
電話回線、ケーブルテレビ回線、電力回線等を用いて送受信させる有線による通信ネット
ワークを介してもよい。
【０１９８】
　(2) 第２の実施の形態から第９の実施の形態では、電子データ６の一例として電子メー
ルを用いるがこれに限定されない。例えば、電子データは、ＳＭＳ( Short Message Serv
ice)、ＥＭＳ（Enhanced Messaging Service）、ＭＭＳ（Multimedia Messaging Service
）等のメッセージサービスであってもよい。斯かる、通信方式を用いても、ファイルを添
付して伝送することができる。
【０１９９】
　(3) 第２の実施の形態から第５の実施の形態では、添付ファイルの他にテキストを作成
したがこれに限定されない。例えば、テキストメールの作成を行わずに添付ファイルを送
信するようにしてもよい。この場合、例えば図５０に示すメール送信処理手順を実行して
、メール作成画面の表示を行わずに添付ファイル履歴管理処理（ステップＳ１１０１）か
ら実行して、メール送信することができる（ステップＳ１１０２）。また、第６の実施の
形態から第９の実施の形態では、装飾メールファイルの他にテキストを作成したがこれに
限定されない。例えば、テキストメールの作成を行わずに装飾メールファイルを送信する
ようにしてもよい。この場合、例えば図５１に示すメール送信処理手順を実行して、メー
ル作成画面の表示を行わずに装飾メールファイル履歴管理処理（ステップＳ１４０１）か
ら実行して、メール送信することができる（ステップＳ１４０２）。
【０２００】
　(4) 第２の実施の形態から第４の実施の形態では、管理テーブル１０２においてアドレ
ス情報１０８及び添付ファイルＩＤ１１０を管理したが、これに限定されない。例えば、
図２９に示す電話帳データテーブル２５２と、図３０に示す添付ファイル履歴テーブル２
５４を用いて管理してもよい。この場合、入手メールアドレス管理番号２６２は、添付フ
ァイルの提供者のメールアドレスをもとにして、このメールアドレスに関連付けられてい
るメールアドレス管理番号２５６と同じにする。そして、例えば、図５２に示す添付ファ
イル保存処理手順を実行する。
【０２０１】
　図５２に示す添付ファイル保存処理手順では、添付ファイル履歴管理記録処理（ステッ
プＳ４７）を、例えば図３３に示す添付ファイルの履歴記録処理手順で行えばよい。この
添付ファイル履歴記録処理手順は、第５の実施の形態と同様であるのでその説明を省略す
る。
【０２０２】
　また、第６の実施の形態から第８の実施の形態では、管理テーブル５０２においてアド
レス情報１０８及び装飾メールファイルＩＤ５１０を管理したが、これに限定されない。
例えば、図２９に示す電話帳データテーブル２５２と、図４７に示す装飾メールファイル
履歴テーブル５５４を用いて管理してもよい。この場合、入手メールアドレス管理番号２
６２は、装飾メールファイルの提供者のメールアドレスをもとにして、このメールアドレ
スに関連付けられているメールアドレス管理番号２５６と同じにする。そして、図５３に
示す装飾メール保存処理手順を実行する。
【０２０３】
　図５３に示す装飾メール保存処理手順では、装飾メールファイル履歴記録処理（ステッ
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プＳ３４７）を、例えば図４９に示す装飾メールファイルの履歴記録処理手順で行えばよ
い。この装飾メールファイル履歴記録処理手順は、第９の実施の形態と同様であるのでそ
の説明を省略する。
【０２０４】
　(5) 第３の実施の形態から第５の実施の形態では、最も類似度の高い添付ファイルの画
像を置換え候補添付ファイルとして表示して入れ替え承認を行ったが、これに限定されな
い。例えば、図５４に示す添付ファイルの履歴確認処理手順を実行して、置換え候補添付
ファイル表示を行った後（ステップＳ１１６７）、置換え画像選択を行う（ステップＳ１
１６８）。図５５に示す置換え画像選択処理手順は、図５４における置換え画像選択処理
（ステップＳ１１６８）のサブルーチンの処理であって、類似度が高い画像を表示する（
ステップＳ１２０１）。この表示は例えば図５６に示す置換え候補を表示し、選択を促す
表示として例えば「選択しますか？」を表示する。置換え候補が選択されない場合（ステ
ップＳ１２０２のＮｏ）、置換え候補を類似度が高い別の候補に置換えて再度表示を行う
（ステップＳ１２０１）。そして、置換え候補が選択されると（ステップＳ１２０２のＹ
ｅｓ）、入替え承認を行う（ステップＳ１１６９）。
【０２０５】
　また、第７の実施の形態から第９の実施の形態では、最も類似度の高い装飾メールファ
イルの画像を置換え候補装飾メールファイルとして表示して入れ替え承認を行ったが、こ
れに限定されない。例えば、図５７に示す添付装飾メールファイルの履歴確認処理手順を
実行して、置換え候補の装飾メールファイル表示を行った後（ステップＳ１４６７）、例
えば、図５５に示す置換え画像選択処理（ステップＳ１４６８）を行ってもよい。このよ
うにすると、類似度の高い複数の類似画像の中から置換える画像の選択が可能であり、画
像選択の自由度が高くなる。尚、図５４に示すステップＳ１１６１からステップＳ１１６
７の処理は図２５に示すステップＳ１６１からステップＳ１６７の処理と同様である。ス
テップＳ１１６９及びステップＳ１１７０の処理は図２５に示すステップＳ１６８及びス
テップＳ１６９の処理と同様である。図５７に示すステップＳ１４６１からステップＳ１
４６７の処理は図４３に示すステップＳ４６１からステップＳ４６７の処理と同様である
。ステップＳ１４６９及びステップＳ１４７０の処理は図４３に示すステップＳ４６８及
びステップＳ４６９の処理と同様である。
【０２０６】
　(6) 電話帳データテーブル２５２と添付ファイル履歴テーブル２５４を用いて履歴の管
理を行う場合、添付ファイル履歴テーブル２５４に提供元である入手先のメールアドレス
を更に記憶する構成としてもよい。このようにすると、電話帳データテーブル２５２（図
２９）のメールアドレス２６０と、添付ファイル履歴テーブル２５４（図３０）又は装飾
メールファイル履歴テーブル５５４（図４７）をメールアドレスにより関連付けることが
できる。この場合、図３２に示す添付ファイル履歴記録処理（ステップＳ２４４）として
、例えば図５８に示す添付ファイル履歴記録処理を実行し、生成した添付ファイルＩＤ１
１０を添付ファイル履歴テーブル２５４に記録する（ステップＳ１２６１）。そして、入
手した添付ファイルのメールアドレスを記録し（ステップＳ１２６２）、入手メールアド
レス管理番号を添付ファイル履歴テーブル２５４に記録すれば（ステップＳ１２６３）、
添付ファイル履歴テーブル２５４に入手メールアドレスを追加することができる。また、
図４８に示す装飾メールファイル履歴記録処理（ステップＳ５４４）として、例えば図５
９に示す装飾メールファイルの履歴記録処理を実行し、生成した装飾メールファイルＩＤ
５１０を装飾メールファイル履歴テーブル５５４に記録する（ステップＳ１５６１）。そ
して、入手した装飾メールファイルのメールアドレスを記録し（ステップＳ１５６２）、
入手メールアドレス管理番号を装飾メールファイル履歴テーブル５５４に記録する（ステ
ップＳ１５６３）。これにより、装飾メールファイル履歴テーブル５５４に入手メールア
ドレスを追加することができる。
【０２０７】
　(7) 第３の実施の形態から第５の実施の形態及び第７の実施の形態から第９の実施の形
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態では、例えば図２１に示す告知表示画面２２６を表示して、入手先の一致及び添付ファ
イルの置き換えを促す告知を行ったがこれに限定されない。例えば、図６０に示す添付フ
ァイル履歴確認処理手順を実行して入手先が一致した場合（ステップＳ２１６３のＹｅｓ
）、添付ファイル置換え処理（ステップＳ２１６４）を実行するようにしてもよい。この
場合、置換え候補添付ファイルの表示（ステップＳ２１６５）では、例えば図２２に示す
置換え候補表示画面２３２が表示され、入手先が一致したことが告知される。そして、類
似した画像に置き換えるか否かの判断は入替え承認（ステップＳ２１６６）の承認又は拒
否により達成される。また、図６１に示す装飾メールファイル履歴確認処理手順を実行し
て入手先が一致した場合（ステップＳ２４６３のＹｅｓ）、装飾メールファイル置換え処
理（ステップＳ２４６４）を実行するようにしてもよい。この場合、置換え候補の装飾メ
ールファイルの表示（ステップＳ２４６５）では、例えば図２２に示す置換え候補表示画
面２３２が表示され、入手先が一致したことが告知される。そして、類似した画像に置き
換えるか否かの判断は入替え承認（ステップＳ２４６６）の承認又は拒否により達成され
る。尚、ステップＳ２１６１からステップＳ２１６３の処理は、図２５に示すステップＳ
１６１からステップＳ１６３と同様である。ステップＳ２１６４からステップＳ２１６７
の処理は、図２５に示すステップＳ１６６からステップＳ１６９と同様である。ステップ
Ｓ２４６１からステップＳ２４６３の処理は、図４３に示すステップＳ４６１からステッ
プＳ４６３と同様である。ステップＳ２４６４からステップＳ２４６７の処理は、図４３
に示すステップＳ４６６からステップＳ４６９と同様である。
【０２０８】
　(8) 第３の実施の形態から第５の実施の形態では、例えば図２６に示す添付ファイルの
置換え処理手順において、入手メールアドレスの管理番号の一致又は不一致により処理を
異ならせたがこれに限定されない。また、第７の実施の形態から第９の実施の形態では、
例えば図４４に示す装飾メールファイルの置換え処理手順において、入手メールアドレス
の管理番号の一致又は不一致により処理を異ならせたがこれに限定されない。例えば、管
理番号の一致又は不一致に関わらず、デコード画像を「比較画像ファイル２」として記録
してもよい。このように処理すると、管理番号の一致又は不一致の判断を省略することが
できる。図６２に示す添付ファイルの置換え処理手順では、保存してある添付ファイルを
デコードし（ステップＳ１１８３）、保存してある添付ファイルのデコード画像を「比較
画像ファイル２」として記録する（ステップＳ１１８４）。また、図６３に示す装飾メー
ルファイルの置換え処理手順では、保存してある装飾メールファイルをデコードし（ステ
ップＳ１４８３）、保存してある装飾メールファイルのデコード画像を「比較画像ファイ
ル２」として記録する（ステップＳ１４８４）。尚、ステップＳ１１８１からステップＳ
１１８３の処理は、図２６に示すステップＳ１８１からステップＳ１８３と同様である。
ステップＳ１１８４からステップＳ１１８８の処理は、図２６に示すステップＳ１８５か
らステップＳ１８９と同様である。ステップＳ１４８１からステップＳ１４８３の処理は
、図４４に示すステップＳ４８１からステップＳ４８３と同様である。ステップＳ１４８
４からステップＳ１４８８の処理は、図４４に示すステップＳ４８５からステップＳ４８
９と同様である。
【０２０９】
　(9) 第１の実施の形態では、提供元情報１０を電子データ６に関係付け又は付加する例
を示したがこれに限定されない。例えば、提供元情報１０含んで電子データ６を構成して
もよい。また、第２の実施の形態から第９の実施形態では、メールフォーマットを用いて
メールを作成するが、例えばこのメールフォーマット中にメール提供元情報を記載し、メ
ールデータ１４２としてもよい。このようにすると、提供元情報を別に付加する必要がな
い。
【０２１０】
　(10)電子ファイルとして、添付ファイル、装飾メールファイルを例示したがこれに限定
されない。例えば、カメラ、撮像機能付き携帯電話等の撮像装置により撮像した静止画像
、又は動画を用いることができ、録音再生装置により録音した音楽ファイル又は音声ファ
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イルを用いることができる。文章作成ソフトウェア、表計算ソフトウェア又はプレゼンテ
ーションソフトウェア等による作成ファイルを用いることができ、娯楽ソフトウェア、育
成ソフトウェア、学習ソフトウェア等の特定機能ソフトウェアにより保存される更新ファ
イルを用いることができる。電子メール等の通信機能を有する装置の間を伝送する信号に
添付可能なファイルデータも含まれる。
【０２１１】
　(11)第２の実施の形態から第９の実施の形態では、電子データ６の一例として電子メー
ルの受信について説明したがこれに限定されない。例えば、受取人を指定せずに不特定の
人物に向けて放送される電子データであってもよい。この場合、放送者が放送する電子デ
ータを情報処理装置２で受信すれば、放送者の情報に関連付けて電子ファイルを保存でき
る。また、例えばネットワーク上で公開されている電子データ６であってもよい。この場
合、公開されている電子データを例えばネットワークを介して取得することにより、公開
者の情報に関連付けて電子ファイル８を保存できる。放送者の情報及び公開者の情報をフ
ァイル保存履歴管理部５８で管理すれば、放送者又は公開者を供給先に選択した際に告知
を受けることができる。尚、放送者及び公開者は提供元の一例であり、放送者情報及び公
開者情報は提供元情報の一例である。
【０２１２】
　(12)添付ファイルの履歴確認処理及び装飾メールファイルの履歴確認処理は、宛先情報
１５２と添付ファイル又は装飾メールファイルが整った際に処理するようにしてもよい。
そのように処理すると添付ファイルの履歴確認処理及び装飾メールファイルの履歴確認処
理が分散され、例えば、編集終了後の処理負荷が軽減される。これにより、編集終了後の
履歴確認処理の時間を短縮することができる。
【０２１３】
　(13)添付ファイルＩＤ又は装飾メールファイルＩＤを生成する際に、同一ファイル名が
存在する場合、例えば、日付時刻情報の付与に代えてファイル名の後ろに「(1) 」、「(2
) 」等の付加番号を付して付加番号付きのファイル名を添付ファイルＩＤとして生成して
もよい。付加番号を付すことで、同一添付ファイルＩＤの生成を防止でき、添付ファイル
ＩＤがファイル名を含むので、添付ファイルＩＤからファイルの概要を把握可能にするこ
とができる。添付ファイルＩＤ又は装飾メールファイルＩＤは、日付時刻情報の付与に限
定されない。
【０２１４】
　(14)第１の実施の形態では、電子データ６は電子ファイル８を含んで構成したが例えば
、テキスト情報を含んで構成してもよい。テキスト情報を含むことで、例えば電子ファイ
ル８の他に文章情報を伝達することができる。
【０２１５】
　(15)文字と同一又はほぼ同一の大きさを有するインライン画像として、絵文字を入力し
て文字列中に表示する場合、例えば図６４に示す絵文字編集画面６０２から入力される。
絵文字編集画面６０２は本文入力欄６０４及び装飾欄６０６を含み、装飾欄６０６には複
数の絵文字が表示される。絵文字は、カーソル２０８を移動させて選択を決定することで
本文入力欄６０４の文字列中に入力される。メールに絵文字を添付することで、メール文
を装飾することができる。
【０２１６】
　(16)　第１の実施の形態では、電子データ６を受け、提供元情報１０に関連付けて電子
ファイル８を保存するがこれに限定されない。例えば装飾メールファイルをメールで受信
及び送信する場合、メールアドレスと装飾メールファイルのセットを記憶する。そして送
信先よりダウンロードした装飾メールファイルであるかを探索し、送信先相手からダウン
ロードした装飾メールファイルであった場合、ダウンロードしたものである旨を通知する
。
【０２１７】
　図６５に示す記憶処理では、メールの利用者Ａは、例えば装飾メールファイル７０４及
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び７０６を添付したメールを作成する。メールは例えばメール作成画面７０８上で作成す
る。利用者Ａが作成したメールが送信されると、携帯電話機７１２により装飾メールファ
イル７０４及び７０６が受信される。そこで、利用者Ａのメールアドレスとして例えば「
aaabbb@nnn.jp 」が付加されたデータが利用者Ｂの携帯電話機７１２によりダウンロード
（DL: download）される。携帯電話機７１２は、利用者Ａのメールアドレスと利用者Ａか
らダウンロードした装飾メールファイル７０４及び７０６に一意に割り当てられるファイ
ルＩＤ又はファイル名等をセットで記憶領域７１４に記憶する。また、例えば、メールア
ドレス「bbbddd@nnn.jp 」と装飾メールファイル７０６をセットで記憶領域７１４に記憶
する。このようにして、装飾メールファイルのダウンロード時に、提供元のメールアドレ
スと、装飾メールファイルのセットを記憶する。
【０２１８】
　図６６に示す調査では、例えば利用者Ｂが装飾メールファイル７０６を使用しようとす
る場合、携帯電話機７１２によりメールの作成が実行される。携帯電話機７１２は、メー
ルアドレスと装飾メールファイルのセットからメールアドレスをキーにして使用しようと
している装飾メールファイル７０６が提供元より受信したファイルであるかを調査する。
携帯電話機７１２のメール作成画面７１６に装飾メールファイル７０６を添付し、このメ
ールの送信先が利用者Ａである場合、利用者Ａの携帯電話機７１８のメールアドレス「aa
abbb@nnn.jp 」をキーにして探索する。このようにして、提供元又は送信先よりダウンロ
ードした装飾メールファイルであるかを調べる。
【０２１９】
　図６７Ａに示す場合では、記憶領域７１４において、探索しているキー７２０のメール
アドレスとセットにされた装飾メールファイル７０６が発見されるので、送信先よりダウ
ンロードした装飾メールファイル７０６である旨を携帯電話７１２により通知する。
【０２２０】
　(17)受信メールの添付ファイルから自己の端末機に保存して再利用することが可能な装
飾メールファイルは、メール編集時には、受信メールから過去に保存した装飾メールファ
イルをメールのコンテンツとしてそのまま利用することができる。また、装飾メールファ
イルに修正を加えて、新しいコンテンツとして送信メールの添付ファイルとして使用して
もよい。これにより、多量のコンテンツを自己の端末機に保存して、再利用することが可
能になる。
【０２２１】
　(18)装飾メールファイル等の装飾メールコンテンツはコンテンツ作成者、もしくはコン
テンツダウンロード者により、個性的なコンテツとなるため、コンテンツの再利用時には
一定の配慮が必要な場合がある。例えば、Ａさんが作成したコンテンツを自己の端末機に
保存し、数ヵ月後に「面白いコンテンツをみつけたよ」というようなメールを送信する場
合、コンテンツの作成者本人に送らないように配慮が必要となる。即ち、Ａさんが作成し
たコンテンツを添付して、「面白いコンテンツをみつけたよ」というようなメールをＡさ
んに送信すると、Ａさんに不快感を与え、メール送信者はＡさんの信頼を損なう場合があ
る。
【０２２２】
　既述の実施の形態では、携帯電話機等のファイル管理機能又はファイル保存履歴管理機
能を備えることにより、コンテンツ保存時に例えば、電話帳と関連した履歴テーブルを作
成することができる。この履歴テーブルの作成により、コンテンツ再利用時に、コンテン
ツ入手先とメール送信先との一致又は不一致の確認が可能になる。また、ファイル置換え
機能を追加すれば、コンテンツ入手先とメール送信先が同一の場合に、利用者にコンテン
ツの入れ替えを促すことが可能となる。
【０２２３】
　(19)画像を含む添付ファイルの場合、この画像は動画であってもよい。この場合、画像
の類似検索機能及びファイルの置換え機能では、動画ファイルに含まれる一連の複数の画
像のこま（フレーム）の中から中間のフレーム画像を抽出する。置換え対象の中間フレー



(34) JP 5668552 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

ム画像と類似している画像を、記録してあるファイルの中間フレーム画像と比較を行い、
一番類似度数が多いファイルを置換えファイルとして記録する。表示部には、選択したフ
ァイルの替わりに、置換えファイルの置換え画像が表示され、「入手先一致により置き換
えました」とのメッセージを表示する。このようにすれば、動画であっても類似検索及び
動画の置き換え処理ができる。
【０２２４】
　(20)　第２の実施の形態では、ＲＯＭにプログラムを格納することを例示したが既述の
実施の形態に限定されない。例えば、プログラムを格納するコンピュータ読取り可能な記
録媒体として、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤディスク、ＵＳＢメモリ等の可搬型記録媒体、フラ
ッシュメモリ等の半導体メモリ、ハードディスクドライブなどの磁気媒体等であってもよ
い。
【０２２５】
　(21)第１の実施の形態では、情報処理装置、そのファイル管理方法又はファイル管理プ
ログラムを例示し、第２の実施の形態ないし第９の実施の形態では、携帯電話機、そのフ
ァイル管理方法又はファイル管理プログラムを例示した。本開示の情報処理装置、そのフ
ァイル管理方法又はファイル管理プログラムは、上記実施の形態に限定されない。例えば
、携帯情報端末機（ＰＤＡ：Personal Digital Assistant）８００（図６８）やパーソナ
ルコンピュータ（ＰＣ）８３０（図６９）等の電子機器であってもよい。
【０２２６】
　図６８に示すＰＤＡ８００は、装置本体８０２に表示部８４、入力部９２等を備え、第
１の実施の形態ないし第９の実施の形態と同様の機能又は構成を備えればよい。
【０２２７】
　図６９に示すＰＣ８３０は、固定側筐体部８３２と可動側筐体部８３４とをヒンジ部８
３６で開閉可能に連結し、固定側筐体部８３２には入力部９２及びスピーカ８３８を備え
、可動側筐体部８３４には表示部８４を備える。ＰＣ８３０は、第１の実施の形態ないし
第９の実施の形態と同様の機能又は構成を備えればよい。
【０２２８】
　ＰＤＡ８００やＰＣ８３０の他、例えば、メール等のデータ受信機能を備えるテレビジ
ョン受像機、ゲーム機及びカメラ等の電子機器であってもよい。
【０２２９】
　以上説明したように、本開示の情報処理装置、ファイル管理方法及びファイル管理プロ
グラムの最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発明は、上記記載に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載され、又は発明を実施するための形態に開示され
た発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論であり
、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０２３０】
　２　情報処理装置
　６　電子データ
　８　電子ファイル
　１０　提供元情報
　１６　受信部
　１８　ファイル管理部
　２０　告知部
　５０　携帯電話機
　５８　ファイル保存履歴管理部
　７２　プロセッサ
　７４　記憶部
　７７　データ記憶部
　２２２　ファイル画像類似検索部
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　２２４　ファイル置換え部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】
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【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】
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【図５１】 【図５２】

【図５３】 【図５４】
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【図５５】 【図５６】

【図５７】 【図５８】
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【図５９】 【図６０】

【図６１】 【図６２】
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【図６３】 【図６４】

【図６５】 【図６６】
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【図６７】 【図６８】

【図６９】
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